
規 則

�愛媛県規則第５４号
建設業者許可申請等手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年９月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

建設業者許可申請等手続規則の一部を改正する規則

建設業者許可申請等手続規則（昭和４７年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 こ の 規 則 は、建 設 業 法（昭 和２４年 法 律 第１００号

）、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）及

び建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「省令」と

いう。）に定めるもののほか、建設業の許可申請等の手続に関

し、必要な事項を定めるものとする。

（提出すべき書類の部数）

第２条 省令第６条第２号（省令第１１条、第１３条第１項、第１３条の

２第１０項及び第１３条の３第８項において準用する場合を含む。）

に規定する知事の定める数は、正本１通及び副本１通

とする。

（趣旨）

第１条 こ の 規 則 は、建 設 業 法（昭 和２４年 法 律 第１００号。以 下

「法」という。）、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）及

び建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「省令」と

いう。）に定めるもののほか、建設業の許可申請等の手続に関

し、必要な事項を定めるものとする。

（提出すべき書類の部数）

第２条 省令第７条第２号（省令第１２条

において準用する場合を含む。）

に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区分に応

じ、当該各号に定める数とする。

� 法第３条第１項の許可の申請をする場合において法第５条の

規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類 正本１通

及び副本１通

� 法第３条第３項の許可の更新の申請をする場合において法第

５条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類並び

に法第１１条又は省令第７条の２若しくは第８条の規定により提

出すべき届出書及びその添付書類 正本１通及び副本１通
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告 示

�愛媛県告示第１０５４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和２年９月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０５５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年９月２９日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友化学株式会社

東京都中央区新川二丁目２７番１号

代表取締役社長 岩田 圭一

２ 事業場の名称及び所在地

住友化学株式会社愛媛工場新居浜地区

新居浜市惣開町５番１号

３ 特定施設に関する事項

� ガスクーラー（Ｅ－３０３Ａ／Ｂ）

� Ｔ－７９４

附 則

この規則は、令和２年１０月１日から施行する。

（契印の押なつ）

第３条 建設業法及び省令の規定により知事に提出すべき書類（次

条において「書類」という。）で２枚以上にわたるものは、接続

部へ契印を押なつしなければならない。

（契印の押なつ）

第３条 法 及び省令の規定により知事に提出すべき書類（次

条において「書類」という。）で２枚以上にわたるものは、接続

部へ契印を押なつしなければならない。

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西予市立西予市
民病院

西予市宇和町永長１４７番
地１ 西 予 市

令和５年
９月２０日
まで

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号 ハ 硫酸製造施設のうち、亜
硫酸ガス冷却洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１７，０００ノルマル立方メート
ル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 ２０２１年９月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手１か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ０．０～１．２

最大 ０．０～１．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８６０

最大 １，２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５

最大 ２３

備考 同一施設を２基設置する。
汚水等の１日当たりの量は、他の特定施設（スプレー塔 Ｅ－８０１、

洗浄塔 Ｔ３０１及びガスクーラー Ｅ－３０２Ａ／Ｂ）から排出される汚水
等の量との合算値である。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第３７号 タ 廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり４１０ノルマル立方メートル
処理

設 置 年 月 日 平成１３年４月１１日

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １３～１４

最大 １３～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５４，５７０

最大 ８１，８５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１未満

最大 ０．１未満

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＮＢＴ新居浜総合排水処理施設

� ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設

� シアン排水処理設備（北特排）

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

シアン化合
物（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 １６０，０００

最大 ２４０，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．７

最大 １．２

設 置 年 月 日 昭和４７年５月１２日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 散気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１２７メートル 横８５メートル
高さ６．７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２４，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿、散気式活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．０～４．０

最大 ２．０～４．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５２１．１

最大 １，２４２．１

通常 １０７．５

最大 １８４．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９３．１

最大 ８６２．１

通常 ２４．２

最大 ６９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５４８．２

最大 ７１７．６

通常 ２２２．０

最大 ２４０．９

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５．９

最大 ６８．９

通常 ３．８

最大 １１．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，７４３

最大 ２１，４３９

通常 １７，７４３

最大 ２１，４３９

設 置 年 月 日 平成２１年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 酸素ばっ気式活性汚泥処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１６０メートル 横７１メートル
高さ６．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１０，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和、凝集沈殿及び酸素ばっ気式活性汚
泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８．０～１２．０

最大 ８．０～１２．０

通常 ７．０～８．０

最大 ６．６～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６７６．６

最大 １，１６２．６

通常 １３５．０

最大 ２８７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６１．０

最大 ８８１．５

通常 １９．１

最大 ７１．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８４４．４

最大 １，５００．２

通常 １６９．１

最大 ２１２．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．３

最大 ３１．９

通常 ２．３

最大 ５．４

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

通常 ８，１０９

最大 ９，６９５

設 置 年 月 日 昭和６０年３月３０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 晒液酸化分解処理方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ４メートル 横 ４メートル
高さ ４メートル×４槽

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 晒液酸化分解処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号
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公 告

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� 西総合排水口

� 東総合排水口

�������
�愛媛県告示第１０５６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和２年９月２９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和２年９月１７日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字中石床２３７２番９、２３７２番１１、２３７２番１３の

一部及び２３７２番１５の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．８５メートル

� 幅員 ５．００メートル

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

通常 ９．５～１０．５

最大 ９．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，３４４．７

最大 １，８６７．０

通常 １，３３６．８

最大 １，８５９．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５．０

最大 ７７．０

通常 ４５．０

最大 ７７．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５３１．０

最大 ６３６．０

通常 ５２９．０

最大 ６３３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１

最大 ０．０１

通常 ０．０１

最大 ０．０１

シアン化合
物（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

通常 １１７．０

最大 １８０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，８５６

最大 ２，３６９

通常 １，８６７

最大 ２，３８０

備考 汚水等は、ＯＢＴ酸素ばっ気式活性汚泥処理施設で処理する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １５．７

最大 ３５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８．７

最大 ６９．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２７．６

最大 １００．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 ３．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．６～８．７

最大 ５．５～８．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２１．０

最大 ６０．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７，１７４

最大 ３３，０００

備考 この他に、雨水排水口が３４箇所ある

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５５，２００

最大 ３３９，３００

�公 告

人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。
令和２年９月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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１ 人事行政の運営の状況

� 任免及び職員数に関する状況

ア 職員の採用の状況

令和元年度の新規採用者数は、市町立小・中学校教員を含め、愛媛県全体で８６２人です。任命権者別の職種別・性別内訳は、以下のとお

りです。

� 知事 （単位：人）

区分 行政事務 総合土木 建築 農業 林業 水産 化学 薬剤師 福祉 心理

男性 ４２ ２０ １ ７ ７ ３ ２ ２ １ １

女性 ４１ ２ ０ ７ ３ １ ２ ２ ３ ２

合計 ８３ ２２ １ １４ １０ ４ ４ ４ ４ ３

区分 保健師 管理栄養士 臨床検査技師 保育士 歯科衛生士 獣医師 看護師 理学療法士 学芸員 合計

男性 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ９０

女性 ５ １ １ １ １ ４ ２ ２ １ ８１

合計 ８ １ １ １ １ ４ ２ ２ ２ １７１

※割愛採用者、自治医大医師は除いている。

� 公営企業管理者 （単位：人）

区分 行政事務 電気・電子 医師 薬剤師 診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 臨床検査技師 臨床工学技士

男性 ８ ０ ２７ １ ４ ０ ０ ０ １

女性 １ １ １０ ２ ０ １ １ ２ ０

合計 ９ １ ３７ ３ ４ １ １ ２ １

区分 管理栄養士 視能訓練士 言語聴覚士 看護師 合計

男性 ０ ０ ０ ８ ４９

女性 １ １ １ ５５ ７６

合計 １ １ １ ６３ １２５

※割愛採用者は除いている。

� 教育委員会 （単位：人）

区分 行政事務 小中学校教諭 高等学校等教諭 養護教諭 実習助手 学校事務 栄養教諭 寄宿舎指導員 海技士 合計

男性 ０ １４７ ４４ ０ ４ ２２ ０ ４ １ ２２２

女性 １ １６６ ３８ ２６ １ １２ ３ １ ０ ２４８

合計 １ ３１３ ８２ ２６ ５ ３４ ３ ５ １ ４７０

※割愛採用者は除いている。

� 警察本部長 （単位：人）

区分 警察官 警察官（武道） 鑑識（法医） 警察官（サイバー犯罪捜査官） 警察事務 少年補導職員 航空整備士 合計

男性 ６６ ２ １ １ ４ １ １ ７６

女性 １５ ０ ０ ０ ５ ０ ０ ２０

合計 ８１ ２ １ １ ９ １ １ ９６
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イ 職員の退職の状況

職員の定年等に関する条例により、一部の職員を除いて定年年齢は６０歳とし、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職するこ

ととしています。令和元年度における退職者数は、定年による退職と定年前の自己都合や死亡等による退職を合わせて９６８人です。任命権

者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 人事委員会 議会議長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合計

定 年 退 職 １２３ ３５ １ １ ２ ４３５ ６１ ６５８

定年前退職 ３７ １０３ ０ ０ ０ １２５ ４５ ３１０

合 計 １６０ １３８ １ １ ２ ５６０ １０６ ９６８

※割愛退職者は除いている。

ウ 職員の再任用の状況

地方公務員法により、任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、常時勤務又は短時間勤務の職に採用するこ

とができることとされています。任期は１年ですが、４回まで任期を更新することができます。令和元年度における新規再任用者数は２８２

人、任期更新者数は５３６人、離職者数は１４０人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知事 公営企業管理者 人事委員会 議会議長 教育委員会 警察本部長 合計

新 規 再 任 用 者 数 ７８ １１ １ ０ １７９ １３ ２８２

任 期 更 新 者 数 １２９ ３０ ０ １ ３３８ ３８ ５３６

離 職 者 数 ３２ ２ ０ １ ９８ ７ １４０

エ 職員数の状況

平成３１年及び令和２年の各年の４月１日現在の部門別職員数の状況と令和２年の職員数の主な増減理由、年齢別職員構成の状況並びに定

員管理の方針及び進捗状況は、以下のとおりです。

�ア 部門別職員数の状況と令和２年の職員数の主な増減理由

（各年４月１日現在）

職 員 数 対前年

増減数
主 な 増 減 理 由

平成３１年 令和２年

議 会 ３０ ３０ ０

総務企画 ６３５ ６６４ ２９
工事入札事務等の執行体制の見直し

デジタル化社会に的確に対応するための体制整備

税 務 １７１ １７４ ３ 次期県税システムの構築

民 生 ３５６ ３７５ １９ 児童相談所の機能強化、ねんりんピックの開催準備

衛 生 ４６７ ４７５ ８ 医師確保対策の体制整備

一般

行政

部門

労 働 ８９ ８３ △６ Ｇ２０労働雇用大臣会合推進室の廃止

農林水産 １，００８ １，０１４ ６ 農業振興策及び普及指導活動の推進体制の強化

商 工 ２１２ ２０９ △３ 産業復興支援室の廃止

土 木 ７７６ ７６３ △１３ 工事入札事務等の執行体制の見直し

小 計

３，７４４

［１０５］

〈―〉

３，７８７

［９７］

〈３３１〉

４３

［△８］

（男女別）
男 （２，８１７） （２，８０１） ─

女 （９２７） （９８６） ─
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教 育 １１，７１６ １１，６４１ △７５ 児童生徒数の減少による教職員の減

（男女別）
男 （５，７７５） （５，７４２） ─

女 （５，９４１） （５，８９９） ─

特別

行政

部門

警 察 ２，８５４ ２，８５９ ５ 欠員補充

（男女別）
男 （２，４０３） （２，３８８） ─

女 （４５１） （４７１） ─

小 計

１４，５７０

［２３０］

〈─〉

１４，５００

［２５０］

〈３５〉

△７０

［２０］

公営企業等部門

２，０７７

［２９］

〈─〉

２，０６５

［４２］

〈５６２〉

△１２

［１３］
県立病院における診療体制の強化

資格免許職採用までの一時的欠員

（男女別）
男 （６２３） （６３３） ─

女 （１，４５４） （１，４３２） ─

合計

（条例定数）

２０，３９１

［３６４］

〈─〉

（２１，４２０）

２０，３５２

［３８９］

〈９２８〉

（２１，３６５）

△３９

［２５］

注１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員を含み、臨時又は非常勤の職員は含まれていません。
２ ［ ］内は再任用短時間職員の数、〈 〉内はフルタイム会計年度任用職員の数であり、外書きです。
３ この表は、従事する職務の部門ごとの職員の集計であり、「� 給与の状況」において適用給料表ごとに集計した職員数とは一致しません。
４ 一般行政部門には、知事の事務部局（公立大学法人愛媛県立医療技術大学への派遣職員、博物館職員及び国保事業関係職員を除く。）のほか、人事委
員会、議会、監査委員及び労働委員会の事務部局が含まれています。

�イ 年齢別職員構成の状況（令和２年４月１日現在）

区分
２０歳
未満

２０歳
～２３歳

２４歳
～２７歳

２８歳
～３１歳

３２歳
～３５歳

３６歳
～３９歳

４０歳
～４３歳

４４歳
～４７歳

４８歳
～５１歳

５２歳
～５５歳

５６歳
～５９歳

６０歳
以上

計

職員数（人） ６６ ８４５ １，７８４ １，６７８ １，５９４ １，６０５ １，８４７ ２，１０３ ２，６２５ ２，８１０ ２，７３５ ６６０ ２０，３５２

構成比 ０．３％ ４．２％ ８．８％ ８．２％ ７．８％ ７．９％ ９．１％ １０．３％ １２．９％ １３．８％ １３．４％ ３．２％ １００．０％
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�ウ 定員管理の方針及び進捗状況

ａ 定員管理の方針

� 計画期間：令和２～５年度（４年間）

� 対 象：一般行政部門職員数（再任用職員及び災害復興等に係る採用者を除く）

� 方 針：現職員数を基本としつつ、厳格な定員管理を継続

〔Ｈ３１．４．１の職員数３，６２５人を基準〕

ｂ 定員適正化手法の概要

職員の年齢構成の平準化や優秀な職員確保に向けた方策の強化を図りながら、平成３１年４月１日時点の一般行政部門の職員数を基本

としつつ、厳格な定員管理に努めました。

ｃ 新しい行革大綱の年次別実績の概要

（各年４月１日現在）

区分
平成３１年

（計画前年）

令和２年

（１年目）

令和３年

（２年目）

令和４年

（３年目）

令和５年

（４年目）

一般

行政

部門

職員数
《３，６２５》
３，６４２

［３，７４４］

《３，６１９》
３，６５９

［３，７８７］

増減
《△６》

１７
［４３］

教育

部門

職員数
１１，４０４

［１１，７１６］
１１，２２９

［１１，６４１］

増減
△１７５

［△７５］

警察

部門

職員数
２，８２６

［２，８５４］
２，８２１

［２，８５９］

増減
△５
［５］

公営

企業

部門

職員数
２，０６５

［２，０７７］
２，０５５

［２，０６５］

増減
△１０

［△１２］

計

職員数
１９，９３７

［２０，３９１］
１９，７６４

［２０，３５２］

増減
△１７３

［△３９］

注１ 計画期間は、令和２年度から令和５年度までの４年間です。
２ ［ ］内の数値は、フルタイム再任用職員を含んだ職員数及び増減数を示すものです。

《 》内の数値は、定員管理の対象職員数で、一般行政部門のうち再任用職員及び災害復興等に係る採用者を除きます。

� 人事評価の状況

ア 定期人事考課

�ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

課長級以下の一般職の職員を対象に、平成３０年１２月１日から令和元年１１月３０日まで（代表監査委員にあっては、平成３１年１月１日から

令和元年１２月３１日まで）の期間の勤務状況について、人事評価を行いました。人事評価は、評定を受ける職員の直近上位の職位となる管

理職職員が評定者として、職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、評定者の直近上位の職位となる管理職職員が調整者として、

評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、人事評価と併せ、人事異動に当たっての希望並びに勤務状況についての自己評価及び現在の仕事についての成果等を申告する自

己申告書を職員に提出させ、人事異動において活用しています。

� 教育委員会（市町立学校教職員）

平成３０年１１月１日から令和元年１０月３１日までの期間の勤務状況について、人事評価を行いました。人事評価は、校長の評定は市町教育

長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、市町教育長が調整
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者として、評価結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、人事評価と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

� 教育委員会（県立学校教職員）

平成３０年１１月１日から令和元年１０月３１日までの期間の勤務状況について、人事評価を行いました。人事評価は、校長の評定は愛媛県教

育長が評定者として、その他の教職員の評定は校長が評定者として、教職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行い、愛媛県教育長が

調整者として、評定結果の調整を行います。評定結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

また、人事評価と併せ、人事異動に当たっての希望を教職員に提出させ、人事異動において活用しています。

� 警察本部長

令和元年度においても、年１回の能力評価及び年２回の業績評価を行いました。

能力評価は、平成３０年１０月１日から令和元年９月３０日までの期間について、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握し

た上で評価し、業績評価は、平成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの期間及び令和元年１０月１日から令和２年２月２９日までの期間

について、職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で評価を行っています。人事評価の正式な期間については、能力

評価は１０月１日から翌年９月３０日までの期間、業績評価は１０月１日から翌年３月３１日までの期間及び翌年４月１日から９月３０日までの期

間であるところ、令和元年度は、諸般の事情を考慮して前記期間で評価を行っております。

人事評価は、上席係長以上の警察官又は課長補佐以上の一般職員が評価者として評価を行い、上位の幹部職員が調整者として評価結果

の調整を行った後、調整者の上位の職位にある確認者に提出し、確認を受けて確定します。

評価結果は、人事異動、昇任及び昇給等において活用しました。

イ 特別人事考課

�ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会（事務局職員）

条件付採用期間中の職員を対象に、採用の日から５か月を経過した日までの期間の勤務状況について、評定を行い、所属長（部長、病

院長等）が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

� 教育委員会（市町立学校教職員及び県立学校教職員）

条件付採用期間中の教職員を対象に、採用の日から５か月（教員は１０か月）を経過した日までの期間の勤務状況について、評定を行い、

校長が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評定結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

なお、県立学校の教員については、平成１６年度の特別人事考課から、教員として求められる資質である社会性、コミュニケーション能

力、職務に対する意欲等について校長が評価し、教育委員会に報告することとしています。

� 警察本部長

条件付採用期間中の職員を対象に、条件付採用期間終了直前までの期間の勤務状況について、勤務成績評価を行い、評価者、調整者及

び確認者が、職務遂行能力及び適性等を評価しました。評価結果は、当該職員の正式採用の可否の決定において活用しました。

� 給与の状況

ア 総括

�ア 人件費の状況（普通会計決算）

人件費には、一般職の職員（警察関係職員、教育関係職員及び一般行政関係職員をいう。以下同じ。）に支給する給与と、知事等特別職

の職員に支給する給与、議員の報酬等のほか、地方公務員共済組合負担金、退職手当、恩給及び退職年金、災害補償費等が含まれています。

令和元年度における普通会計の決算による人件費の状況は、以下のとおりです。

区 分
住民基本台帳人口

（令和２年１月１日現在）

歳 出 額

（Ａ）
実 質 収 支

人 件 費

（Ｂ）

人件費率

（Ｂ／Ａ）

平成３０年度

の人件費率

令和元年度
人 千円 千円 千円 ％ ％

１，３６９，１３１ ６２３，６５９，８５５ １，８８９，５４６ １６４，１５５，９８５ ２６．３ ２７．０
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�イ 職員給与費の状況（普通会計予算）

令和２年度当初予算における職員給与費の状況は、以下のとおりです。

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和２年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

１８，７８１ ８０，７３４，８３１ １３，４７６，０１１ ３２，８５４，７１６ １２７，０６５，５５８ ６，７６６

注１ 職員給与費とは、人件費のうち、一般職の職員に対して支給される給料及び扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手
当に要する経費であり、退職手当に要する経費は含んでいません。

２ 職員数は、令和２年度当初予算に計上された数値であり、令和２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。

�ウ 特記事項

令和２年度は、知事等特別職の給与の臨時的な減額措置を以下のとおり行っています。

○特別職

区分 給料

知 事 １０／１００

副知事 ６／１００

教育長、公営企業管理者、常勤監査委員 ５／１００

� ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職員数に各地方

公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務員の給料総額に対してどのような割合になるかを示す指数ですが、本県ラス

パイレス指数は、本県の一般行政職の給与水準を、国家公務員の行政職俸給表（一）適用者のそれを１００として比較したものです。

本県の平成３１年４月１日におけるラスパイレス指数は、９８．５と国よりも低くなっており、都道府県平均（９９．８）を１．３ポイント下回って

います。

なお、給与水準の比較対象となる給料に加えて、東京都特別区など主に民間賃金の高い地域に勤務する職員には、最大２０％の地域手当が

支給されており、支給対象職員の割合は、国家公務員が７４．８％（３１年４月１日現在）であるのに対し、県職員は０．４％（３１年４月１日現在）

となっていますが、このラスパイレス指数には反映されていません。

注 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差に
よる影響を補正し、国の行政職俸給表�適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。

� パーシェ指数の状況（各年４月１日現在）

県職員の給与水準を示す指標として、ラスパイレス指数の他にパーシェ指数があり、本県の平成３１年４月１日におけるパーシェ指数は、

９８．２と国よりも低くなっています。

なお、ラスパイレス指数は国家公務員の職員構成を基準として算出するのに対して、パーシェ指数は本県の職員構成を基準として算出す

るもので、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号

７４６



イ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

�ア 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和２年４月１日現在）

本県では、行政職給料表、公安職給料表、中学校・小学校教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表、技能労務職員の給料表など９種

類の給料表を定めています。

令和２年４月１日現在における職員数（企業会計関係職員２，０６０人、再任用短時間勤務職員３４７人及びフルタイム会計年度任用職員３６６人

を含まない。以下�及び�において同じ。）は、１８，２９２人です。
このうち、代表的な職種である一般行政職（行政職給料表適用者のうち、税務事務に従事する職員及び船員（以下「税務職員等」という。）

を除いた職員をいう。以下�において同じ。）４，０４８人（２２．０パ－セント）、技能労務職２１２人（１．２パ－セント）、高等学校（特別支援学
校を除く。）教育職２，４２６人（１３．２パ－セント）、中学校・小学校教育職７，３３１人（３９．９パ－セント）及び公安職２，４７７人（１３．５パ－セント）

の職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況は、以下のとおりです。

ａ 一般行政職（行政職給料表適用者（税務職員等を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

愛 媛 県 ４３．５歳 ３２４，６０１円 ４１９，７８８円

ｂ 技能労務職（技能労務職に係る給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ５４．２歳 ３２９，３２４円 ３６３，７５２円

うち

用務員
５３．７歳 ３３４，５６３円 ３７４，４７３円

うち

自動車運転員
５７．５歳 ３０９，８９４円 ３３９，８３７円

うち

学校給食員
５４．４歳 ３４０，６５７円 ３６６，７８３円

ｃ 高等学校教育職（高等学校等教育職員給料表適用者（特別支援学校職員を除く。））

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４５．３歳 ３８０，３１９円 ４２３，５２２円
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ｄ 中学校・小学校（幼稚園）教育職（中学校・小学校教育職員給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ４５．４歳 ３６８，２５８円 ４００，０１１円

ｅ 公安職（公安職給料表適用者）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

愛 媛 県 ３８．６歳 ３２５，３４８円 ４２７，５６１円

注１ 平均給料月額とは、令和２年４月１日現在における職種ごとの職員の給料、給料の調整額及び教職調整額の合算額の平均であり、学歴、経験年数、
職位等の要素は、考慮に入れていません。

２ 平均給与月額とは、職員の給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などの諸手当の額を合計したものの平均です。

�イ 職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在）

令和２年４月１日現在における代表的な職種の職員の初任給を国のそれと比較した状況は、以下のとおりです。

区 分 愛 媛 県 国

大学卒 １８９，６４３円
総合職（大卒） １８６，７００円

一 般 行 政 職 一般職（大卒） １８２，２００円

高校卒 １５５，６７４円 一般職（高卒） １５０，６００円

技 能 労 務 職
高校卒 １４８，６３９円 －

中学卒 １３２，９６１円 －

高 等 学 校 教 育 職 大学卒 ２２０，３２８円 －

中学校・小学校教育職 大学卒 ２２０，３２８円 －

公 安 職
大学卒 ２１３，１６０円

総合職（大卒） ２１４，４００円

一般職（大卒） ２１１，４００円

高校卒 １８１，１０１円 一般職（高卒） １７３，４００円

�ウ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和２年４月１日現在）

令和２年４月１日現在における代表的な職種の職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況は、以下のとおりです。

区 分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一 般 行 政 職
大学卒 ２６１，８０１円 ３５８，６６３円 ３７７，４４０円 ３９１，９８５円

高校卒 ２２０，３８６円 ３１４，４６４円 ３５７，４２８円 ３７３，６３１円

技 能 労 務 職
高校卒 ― ― ― ３１３，６５６円

中学卒 ― ― ― ―

高等学校教育職
大学卒 ３０９，７８４円 ４０１，６９８円 ４２１，１３０円 ４３５，５６５円

高校卒 ― ― ― ―

中学校・小学校

教 育 職

大学卒 ３０７，４４０円 ３８７，９８０円 ４０９，７９９円 ４２２，４６９円

高校卒 ― ― ― ―

公 安 職
大学卒 ２８２，０３５円 ３８７，６１５円 ４１２，２１９円 ４０４，７６６円

高校卒 ２５７，４６４円 ３５５，５３９円 ３９５，６５０円 ４０１，８７９円

注 経験年数とは、おおむね次のとおりです。
� 学歴取得後直ちに本県へ就職した者 県職員として在職した年数
� 学歴取得後無職の期間又は他へ就職していた期間を経て本県へ就職した者 無職の期間の４分の１及び他へ就職していた期間のおおむね１０分の８の
期間と県職員として在職した期間とを合算した年数
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ウ 一般行政職の級別職員数等の状況

一般行政職の級別職員数の状況（令和２年４月１日現在）

本県における一般行政職の職員に適用される行政職給料表は、職務により１級から９級までの９区分に分かれており、これらは、１０級制

となっている国の行政職俸給表�の１級から９級までの区分と同じです。
令和２年４月１日現在における級別職員数とその構成比は、以下のとおりです。

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額

１級 主事・技師 ４７６人 １２．１％ １４６，８３０円 ２４８，８３８円

２級 主事・技師 ４９４人 １２．６％ １９６，４７７円 ３０５，７２１円

３級 主任・係長 ５２１人 １３．３％ ２３２，６５７円 ３５１，７５０円

４級 専門員 １，５１９人 ３８．８％ ２６５，５２１円 ３８６，１２１円

５級 課長補佐・主幹 ５５９人 １４．３％ ２９１，１４８円 ３９４，９６５円

６級 課長 １７３人 ４．４％ ３２０，７９６円 ４１２，２５１円

７級 参事 １０１人 ２．６％ ３６４，７１４円 ４４７，１２４円

８級 局長 ６０人 １．５％ ４１０，１４０円 ４７０，９４３円

９級 部長 １７人 ０．４％ ４６０，６９２円 ５３０，１３７円

計 ３，９２０人 １００％

注１ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
２ 再任用職員は含んでいません。
３ 構成比は小数第２位で四捨五入しているため、各区分の合計は１００．０％にならないこともあります。

エ 職員の手当の状況

職員には、基本給としての給料のほか、各職員の生活実態及び勤務条件の違い等を考慮して、各種の手当を支給しています。

主な手当は、以下のとおりであり、おおむね国と同じ内容となっています。

なお、各手当の支給実績及び１人当たり平均支給額は、令和元年度普通会計決算ベースの額です。

�ア 期末手当・勤勉手当

愛 媛 県 国

１人当たり平均支給額（令和元年度決算） －

１，６０１千円
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（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６ 月分 １．９０ 月分 ２．６ 月分 １．９０ 月分

（１．４５ 月分） （０．９０ 月分） （１．４５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２月分、勤勉手当２．３月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

�イ 退職手当（令和２年４月１日現在）

愛 媛 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ４，１６０千円 ２１，９０６千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた１１段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～４５％加算）

注 １人当たり平均支給額は、令和元年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

�ウ 地域手当（令和２年４月１日現在）

地域手当は、民間賃金の地域間格差を適切に反映するため、東京都特別区、大阪府大阪市、愛知県名古屋市、広島県広島市及び香川県高

松市に勤務する職員に対して支給しているものです。また、医師については、一般的に、人材確保が困難である地方の方が都市部より給与

が高いという実状があることから、それを反映させるために支給しています。加えて、東日本大震災に係る宮城県の復旧事業等に従事する

ため、地方自治法第２５２条の１７の規定に基づき、愛媛県から宮城県に派遣される職員について、愛媛県と宮城県の協定に基づいて支給して

います。

支 給 実 績（令和元年度決算） ５７，６６１千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ８２３，７２９円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の支給率

医 師 １６％ ２６人 １６％

医師以外

東京都（特別区） ２０％ ２４人 ２０％

大阪府（大阪市） １６％ ７人 １６％

愛知県（名古屋市） １５％ １人 １５％

広島県（広島市） １０％ ２人 １０％

香川県（高松市） ６％ １人 ６％

宮城県（仙台市） ４．５％ ０人 ６％

注 支給対象職員数は、令和２年４月１日現在の職員数です。

�エ 特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な業務に従事する職員に、その勤務の特殊性に基づき支給するものです。
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支給実績（令和元年度決算） １，２８０，６０３千円

支給職員１人当たり平均支給額（令和元年度決算） １１４，５６５円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） ５９．１％

手当の種類（手当数） ５５

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和元年度）
支給単価

県税事務従事職員の特殊勤務手当 県税事務に従事する職員 納税義務者、滞納者等を訪問して

行う県税の賦課及び徴収に関する

業務等

１，５７７千円 日額 ５００円

伝染病防疫作業従事職員の特殊勤

務手当

伝染病防疫業務に従事する職員 伝染病患者等の救護作業

伝染病菌の付着した物件等の処理

作業

伝染病菌を有する家畜等の防疫作

業

７６千円 日額 ２９０円

産業技術研究所、衛生環境研究所

等に勤務する職員の特殊勤務手当

産業技術研究所、衛生環境研究所

等に勤務する職員

①人体に有毒なガスの発生を伴う

業務

②特に危険性を有する薬品を取り

扱う業務

③病理細菌を取り扱う業務

１，８８８千円 ①日額 ２９０円

②及び③日額 ２００円

特殊現場作業従事職員の特殊勤務

手当

特殊現場作業に従事する職員 ①トンネルの坑内で従事するトン

ネル掘り作業

②墜落の危険が特に著しい箇所で

行う作業等

５千円 ①日額 ５６０円

②日額 ２２０円

レントゲン技術従事職員の特殊勤

務手当

レントゲン技術又はその補助に従

事する職員

レントゲンを使用して、有害放射

線の影響を受ける作業

２７５千円 日額 ２３０円

児童相談所、子ども療育センター、

知的障害者更生相談所及び心と体

の健康センターに勤務する職員の

特殊勤務手当

児童相談所、子ども療育センター、

知的障害者更生相談所及び心と体

の健康センターに勤務する職員

①児童の一時保護作業

②児童及び精神障害者等の心理判

定作業

③重症心身障害児等の看護作業等

④精神障害者等の看護作業等

１０，１８１千円 ①日額 ３５０円

②～④日額 ４２０円

児童自立支援施設に勤務する職員

の特殊勤務手当

児童自立支援施設に勤務する職員 児童の自立支援又は生活支援の業

務

６，６０１千円 日額 ８２０円、１，４８０円、

２，２２０円

県警察に勤務する職員の特殊勤務

手当

私服員の捜査、逮捕作業等手

当

当該作業に従事する私服警察職員 犯罪予防、捜査、被疑者逮捕作業 ６７，８０４千円 日額 ５６０円

犯罪鑑識作業手当 当該作業に従事する警察職員 指紋、手口、写真等を利用する犯

罪鑑識作業

６，２３７千円 日額 ２８０円又は５６０円

交通取締用自動車等運転作業

手当

当該作業に従事する警察職員 交通取締用自動車その他特殊自動

車運転作業

３０，２１０千円 日額 ４２０円又は５６０円

山岳捜索救難作業手当 山岳救助警備隊に属する警察職員 山岳において遭難事故が発生した

場合において行う遭難者の捜索救

難作業

１３２千円 日額 ８４０円

警ら作業手当 当該作業に従事する警察職員 警ら作業 ２９，７５７千円 日額 ３４０円

身辺警護等作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①天皇又は皇后、皇太子、皇太子

妃、文仁親王若しくは悠仁親王の

警衛作業

②その他の要人等の警護作業

１８０千円 ①日額 １，１５０円

②日額 ６４０円

銃器犯罪捜査作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①銃器等が使用されている犯罪現

場における被疑者逮捕等の作業

②銃器を所持する被疑者の逮捕、

警戒等の作業

③保護対象者の身辺警戒又は固定

警戒の作業

０千円 ①日額 １，６４０円

②日額 ８２０円又は１，１００

円

③日額 ８２０円

ひき逃げ捜査作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ひき逃げ捜査作業 ７４６千円 日額 ５６０円
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交通取締等作業手当 当該作業に従事する交通専務員 ①共同危険行為取締作業

②交通取締り（①の作業を除

く。）、整理及び事故処理作業

７，３３０千円 ①日額 ５６０円

②日額 ３１０円

留置場等看守作業手当 当該作業に従事する警察職員 留置場等において収容者を看守す

る作業

４，１９５千円 日額 ２３０円

被疑者護送作業手当 当該作業に従事する警察職員 被疑者護送作業 １，０８６千円 日額 ２３０円

火薬類取締作業手当 当該作業に従事する警察職員 火薬類の取締作業（不発弾の処理

作業を含む。）

８千円 日額 ２５０円

夜間特殊作業手当 当該作業に従事する警察職員 夜間（深夜（午後１０時から翌日の

午前５時までの間）を含む時間）

に従事する特殊業務

５３，８６４千円 １回 ４１０円、７３０円又は

１，１００円

潜水作業手当 当該作業に従事する警察職員 潜水器具を着用して従事する潜水

作業

１６千円 １時間 ３１０円又は７８０円

死体取扱作業手当 当該作業に従事する警察職員 ①検視管理官が行う検視又は解剖

立会いの作業

②その他の死体取扱作業

２７，６０８千円 ①１回 ３，２００円

②１回 １，６００円

爆発物処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 爆発物処理作業 ４２千円 １回 ５，２００円

特殊危険物質処理作業等手当 当該作業に従事する警察職員 ①特殊危険物質（サリン等）の処

理作業

②特殊危険物質による被害の危険

がある区域内において行う作業

③特殊危険物質が発生するおそれ

がある実験作業

０千円 ①日額 ５，２００円

②日額 ２５０円

③日額 ４６０円

緊急業務処理作業手当 当該作業に従事する警察職員 正規の勤務時間外に突発的な事件

又は事故の処理のため出勤を命じ

られ、夜間に従事する作業

２，５６３千円 １回 １，２４０円

少年補導作業手当 少年補導職員 少年補導作業 ３７３千円 日額 ３１０円

災害警備等作業手当 当該作業に従事する警察職員 異常な自然現象又は大規模な事故

により重大な災害が発生した箇所

等において行う災害警備、遭難救

助等の心身に著しい負担を与える

作業

２５千円 日額 ８４０円

術科指導作業手当 当該作業に従事する術科指導員 術科指導作業（本務として従事す

る作業を除く。）

１３千円 １時間 ３００円

漁労手当 水産実習船に勤務する船員 漁労業務 ７７９千円 日額 ３，０００円～８，４００円

社会福祉業務従事職員の特殊勤務

手当

社会福祉主事

身体障害者更生相談所に勤務する

身体障害者福祉司

児童福祉司

要保護者等を訪問して行う指導等、

身体障害者に面接して行う相談等

又は児童等に面接して行う相談等

の業務

３，４５９千円 日額 ５１０円

精神保健指定医、診察立会職員及

び精神障害者移送に従事する職員

の特殊勤務手当

精神保健指定医、診察立会職員等 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律に基づく診察、立会又は

移送の業務

２２千円 日額 ３２０円

職業訓練指導業務従事職員の特殊

勤務手当

高等技術専門校に勤務する職業訓

練指導員

職業訓練業務 ２，１３１千円 日額 ７９０円

と畜検査業務従事職員の特殊勤務

手当

食肉衛生検査センターに勤務する

職員

と畜場法による獣畜のとさつ又は

解体の検査

２，４２４千円 日額 １，１８０円

麻薬取締業務従事職員の特殊勤務

手当

麻薬取締員 麻薬及び向精神薬取締法による司

法警察職員として従事する危険な

職務

２６千円 日額 ４２０円

爆発物取締業務従事職員の特殊勤

務手当

本庁爆発物取締主管課又は地方局

に勤務する職員

火薬類取締法又は高圧ガス保安法

に基づく完成検査、保安検査等の

業務

２５千円 日額 ２５０円

漁業取締作業従事職員の特殊勤務

手当

当該作業に従事する職員 漁業取締船に乗り組んで従事する

漁業取締作業

１，０５９千円 日額 ５００円
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夜間看護手当 子ども療育センターに勤務する看

護師又は准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部

又は全部が深夜（午後１０時から翌

日の午前５時までの間）において

行われる看護等の業務

１２，２２１千円 １回 ２，１５０円から３，５５０

円まで

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定

所に勤務する職員の特殊勤務手当

家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定

所に勤務する獣医師である職員

家畜保健衛生所法による家畜の伝

染病の予防、人工授精の実施等の

事務

５，１４０千円 日額 ７３０円

（ＢＳＥ検査：８１０円加

算）

潜水手当 農林水産研究所水産研究センター

に勤務する職員

海中の魚礁の状況、魚介類の育成

状況等を調査するため、潜水器具

を着用して行う潜水作業

１２千円 １時間 ３１０円又は７８０円

用地交渉等業務に従事する職員の

特殊勤務手当

農林水産部農業振興局農地整備課、

土木部土木管理局用地課、地方局

産業経済部土地改良主務課及び治

山主務課並びに地方局建設部（土

木事務所を含む。）に勤務する職

員

公共事業の施行に伴う土地等の取

得及び権利の消滅等に伴う損失の

補償等に関し、これらの権利者等

と直接現地で行う交渉業務

２，３３０千円 日額 ６５０円

身体障害者等福祉業務従事職員の

特殊勤務手当

①身体障害者更生相談所に勤務す

る看護師等

②婦人相談所又はさつき寮に勤務

する職業訓練指導員又は生活指導

員

①看護業務

②職業訓練又は生活指導の業務

９０千円 日額 ４２０円

精神障害者等訪問指導業務従事職

員の特殊勤務手当

保健所又は心と体の健康センター

に勤務する保健師

精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律に基づき精神障害者等を

訪問して行う相談指導業務又は感

染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に基づく訪

問指導業務

４１１千円 日額 ２３０円

航空手当 当該業務に従事する職員 ①航空機の操縦業務

②航空機の整備等業務（整備士）

③航空機に搭乗して行う訓練等の

業務（①及び②以外）

３，４６０千円 ①１時間 ７，７００円

②１時間 ４，５００円

③１時間 １，９００円

災害応急作業等手当 土木部河川港湾局河川課及び港湾

海岸課並びに道路都市局道路建設

課及び道路維持課並びに地方局建

設部（土木事務所及びダム管理事

務所を含む。）に勤務する職員

異常な自然現象により重大な災害

が発生した場合等に警戒水位を超

えている河川の堤防、通行が禁止

されている区間の道路等の危険な

区域において行われる次の作業

①巡回監視

②応急作業等

０千円 ①日額 ４８０円

②日額 ７３０円

当該作業等に従事する職員（東日

本大震災に対処するための災害応

急作業等手当の特例）

①東京電力株式会社福島第一原子

力発電所の敷地内において行う作

業

②原子力災害対策特別措置法第２０

条第３項の規定に基づく指示（以

下「本部長指示」という。）によ

る帰還困難区域において行う作業

③本部長指示による居住制限区域

において行う作業

０千円 ①日額２０，０００円～３，３００

円

②屋外作業 日額６，６００

円

屋内作業 日額１，３３０

円

③屋外作業 日額３，３００

円

屋内作業 日額６６０円

異常な自然現象により重大な災害

が発生した場合等に警戒水位を超

えている河川の堤防、通行が禁止

されている区間の道路等の危険な

区域において行われる次の作業

①巡回監視

②応急作業等

０千円 ①日額 ４８０円

②日額 ７３０円

当該作業等に従事する職員（東日

本大震災以外の特定大規模災害に

対処するための災害応急作業等手

当の特例）

①原子力災害対策特別措置法第１７

条第９項に規定する緊急事態応急

対策実施区域に所在する原子力事

業所のうち人事委員会が定めるも

の（以下「特定原子力事業所」と

いう。）の敷地内において行う作

業

０千円 ①２０，０００円

②１０，０００円
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②特定原子力事業所に係る本部長

指示に基づき設定された区域等を

考慮して人事委員会が定める区域

において行う作業

異常な自然現象により重大な災害

が発生した場合等に警戒水位を超

えている河川の堤防、通行が禁止

されている区間の道路等の危険な

区域において行われる次の作業

①巡回監視

②応急作業等

０千円 日額７３０円を超えない額

食鳥検査業務従事職員の特殊勤務

手当

食肉衛生検査センターに勤務する

職員

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検

査に関する法律による食鳥検査業

務

８４千円 日額 １，１８０円

特殊自動車運転作業手当 農業大学校及び農林水産研究所

（水産研究センターを除く。）並

びに東予地方局産業経済部今治支

局地域農業育成室、中予地方局産

業経済部産業振興課地域農業育成

室及び南予地方局産業経済部産業

振興課地域農業育成室に勤務する

職員

大型特殊自動車等の運転作業 ８８５千円 日額 ２９０円

兼務手当 当該業務に従事する教育職員 定時制の課程の授業又は補助の業

務（本務として従事する業務を除

く。）

７５１千円 １時間 ５１０円、６１０円又

は６７０円

添削手当 当該業務に従事する教育職員 通信制の課程を担任して行う添削

指導業務（本務として従事する業

務を除く。）

８千円 添削１回 １１０円

教員特殊業務手当 当該業務に従事する教育職員（職

務の級が中学校・小学校教育職員

給料表又は高等学校等教育職員給

料表の１級、２級又は特２級のも

のに限る。）

①非常災害時における児童等の保

護又は緊急の防災等の業務

②児童等の負傷、疾病等に伴う救

急の業務等

③修学旅行等引率業務

④対外運動競技等において児童等

を引率して行う指導業務（泊を伴

うもの等）

⑤部活動における児童等に対する

指導業務（週休日、休日等に行う

もの）

⑥入学試験における受験生の監督

等の業務（週休日、休日等に行う

もの）

５４０，７９２千円 ①日額 ８，０００円

②日額 ７，５００円

③日額 ５，１００円

④日額 ５，１００円

⑤日額 ３，６００円又は１，８

００円

⑥日額 １，１２５円

多学年学級担当手当 公立の小学校又は中学校の２の学

年の児童等で編制されている学級

を担当する教育職員（一定以上の

授業時間数の者に限る。）

当該多学年学級における授業又は

指導業務

６，２４９千円 日額 ２９０円

教育業務連絡指導手当 教務主任、学年主任、生徒指導主

事等

教務その他の教育に関する業務に

ついての連絡調整及び指導助言の

業務

９９，１５３千円 日額 ２００円

面接指導手当 当該業務に従事する教育職員 講師として通信制の課程の授業又

はその補助を行う業務（本務とし

て従事する業務を除く。）

１４千円 １時間 ７６０円

特別支援教育手当 特別支援学校に勤務する教育職員

及び特別支援学級等を担当する教

育職員

障害のある幼児、児童又は生徒に

対する授業又は指導業務

３４０，２１３千円 日額 １，０００円又は１，２００

円

道路上作業手当 地方局建設部又は土木事務所に勤

務する技能労務職員

交通遮断することなく行う道路の

維持修繕、舗装の打換え等の作業

３，０６８千円 日額 ３００円

家畜ふん尿処理作業手当 農林水産研究所畜産研究センター

に勤務する技能労務職員

たい肥舎等において行う有害物の

発生を伴う家畜ふん尿の処理作業

１１３千円 日額 ２９０円

注 手当ごとの「支給実績（令和元年度）」は、給与システムによる支給分であるため、その合計は「支給実績（令和元年度決算）」と一致しません。

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号

７５４



�オ 時間外勤務手当

支給実績（令和元年度決算額） ３，５５０，１０４千円

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ５２５千円

支給実績（平成３０年度決算額） ３，４４６，３７８千円

職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） ５１１千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

�カ その他の手当（令和２年４月１日現在）

手当名 内容 支給単価
国の制
度との
異 同

国の制度
と異なる
内 容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和元年度決算）

扶 養 手 当

扶養親族のある職員に支
給

・配偶者 ６，５００円
・子 １０，０００円
・父母等 ６，５００円
満１５歳に達する日後の最初の年度�

�
�
�
�
�

初めから満２２歳に達する日以降の

�
�
�
�
�
�

最初の年度末までの子１人につき
５，０００円加算

同 － １，９２２，０８７千円 ２３３，９４４円

住 居 手 当

自ら居住するための住宅
等を借り受け、家賃等を
支払っている職員等に支
給

【借家・借間居住者】
・家賃２３，０００円以下
家賃額－１２，０００円

・家賃２３，０００円超５５，０００円未満
（家賃額－２３，０００円）×１／２＋
１１，０００円
・家賃５５，０００円以上
２７，０００円（支給限度額）

異

・家賃２７，０
００円以下
家賃額－１６
，０００円
・家賃２７，０
００円超６１，０
００円未満
（家賃額－
２７，０００円）
×１／２＋
１１，０００円
・家賃６１，０
００円以上
２８，０００円
（支給限度
額）

１，２８４，９８３千円 ２６０，２７６円

初 任 給
調 整 手 当

医師等採用による欠員の
補充が困難である職に採
用された職員等に支給

採用困難の程度等を考慮して定める職の区
分及び採用の日以後の期間の区分に応じて
支給
上限額：４１４，３００円

同 － ６５，３８５千円 １，０２１，６４１円

通 勤 手 当

通勤のため、交通機関等
を利用している職員又は
自動車等を使用している
職員等に支給

【公共交通機関利用者】
６箇月定期等廉価な価額による運賃等相当
額
上限額：７８，０００円

異
国上限額
５５，０００円

１，５４１，９７７千円 １０２，４７１円【交通用具利用者】
距離に応じた定額
片道２�以上５�未満２，５００円

～
片道９５�以上４７，２００円

異
国上限額
３１，６００円

単身赴任手当

公署を異にする異動等に
伴い単身で生活すること
となった職員に対して支
給

３０，０００円＋加算額
加算額は、配偶者住居との距離に応じて
８，０００～７０，０００円

同 － １９９，１０４千円 ３５２，３９６円

管 理 職 手 当
管理又は監督の地位にあ
る職員に対して支給

給料表別、職務の級別、区分別の定額
同 － １，３６５，６９９千円 ６９７，８５３円

特地勤務手当
及び特地勤務
手当に準ずる
手当

離島その他の生活の著し
く不便な地に所在する公
署等に勤務する職員に支
給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、公署の
区分に応じた一定率を乗じた額

同 － ２２，２０５千円 ２０３，７１６円
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へき地手当及
びへき地手当
に準ずる手当

へき地学校等に指定され
た学校に勤務する教育職
員に対して支給

給料及び扶養手当の月額に対して、１００分
の２から１００分の２１までの範囲で、学校の
区分に応じた一定率を乗じた額

１０４，５９５千円 ２８８，９３６円

定 時 制
通信教育手当

県立の高等学校で本務と
して定時制教育又は通信
教育に従事する教育職員
等に支給

給料月額に１００分の５から１００分の７を乗じ
た額
（管理職手当との併給調整あり。）

３１，５０８千円 ２７８，８３２円

産業教育手当

県立の高等学校で農業、
水産又は工業に係る産業
教育に従事する教育職員
に支給

給料月額に１００分の７を乗じた額
（管理職手当等との併給調整あり。）

１０２，５０６千円 ２９７，９８３円

義務教育等教員
特 別 手 当

小学校、中学校又は県立
学校に勤務する教育職員
に支給

上限額：８，０００円
職務の級号給に応じた定額
（産業教育手当等との併給調整あり。）

７２８，５６０千円 ６５，１７８円

農 林 漁 業
普及指導手当

農林漁業の普及指導に関
する事務に従事する職員
に支給

給料月額に１００分の６を乗じた額
３８，７４６千円 ２４５，２２８円

宿 日 直 手 当
職員が正規の勤務時間外
又は休日等に宿直又は日
直をした場合に支給

４，２００円／１回 ほか
（勤務時間による増減あり。） 同 － ４５０，６３８千円 １８３，４１０円

管 理 職 員
特別勤務手当

管理職手当を支給される
職員が週休日等に勤務し
た場合に支給

職責に応じて３，０００円～１２，０００円／１回
の定額
（６時間を超える場合は加算あり。）

同 － ４３，７７４千円 ７３，９４３円

夜 勤 手 当

正規の勤務時間として午
後１０時から翌日の午前５
時までの間に勤務する職
員に支給

勤務１時間につき、１時間当たりの給与
額に１００分の２５を乗じた額

同 － １５１，２７９千円 ８７，５４６円

注 支給単価のうち、特に記載の無いものは月額の単価です。

オ 特別職の報酬等の状況（令和２年４月１日現在）

特別職の職員の給料月額又は報酬月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給

料

知 事 １，１８８，０００円（１，３２０，０００円）

副 知 事 ９４９，４００円（１，０１０，０００円）

報

酬

議 長 ９７０，０００円

副 議 長 ８７０，０００円

議 員 ８２０，０００円

期

末

手

当

知 事 （令和元年度支給割合）

副 知 事 ３．４０月分

議 長 （令和元年度支給割合）

副 議 長 ３．４０月分

議 員

退
職
手
当

（算定方式） （支給時期）

知 事 １３２万円×在職月数×０．４８１（任期毎）

副 知 事 １０１万円×在職月数×０．３６５（ 〃 ）

注 給料月額及び報酬月額は、知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき、それぞれ知事１０％、副知事６％の減額をした後
の額であり、（ ）内の金額は、減額前の額を記載しています。
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カ 公営企業職員の状況

�ア 電気事業

県営電気事業は、昭和２８年１０月７日の営業開始以来６６年を経過し、現在、銅山川第一発電所（２基）、同第二発電所、同第三発電所、富

郷発電所、肱川発電所、道前道後第一発電所、同第二発電所及び同第三発電所、畑寺発電所の合計９発電所（１０基）において、最大出力６７

，５３０キロワットで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成３０年度の総費用に

占める職員給与費比率

令和元年度
千円 千円 千円 ％ ％

２，７２７，６５１ ９４，４０５ ３６７，８４９ １３．５ １８．１

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり
平均給与費
（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和２年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

６４ ２８４，６３５ ６８，９０２ １４８，９６６ ５０２，５０３ ７，８５２

注１ 職員数及び給与費は、令和２年度当初予算に計上された数値であり、令和２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和２年４月１日現在）

県営電気事業に従事する令和２年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員２人を含まない。）は、５７人であり、職員の平均年齢、

基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（電気事業）
４４歳４月 ３４６，４２５円

４６４，０１６円

（５９０，３０３円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（令和元年度） １人当たり平均支給額（令和元年度）

１，７２５千円 １，６０１千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６ 月分 １．９０ 月分 ２．６ 月分 １．９０ 月分

（１．４５ 月分） （０．９０ 月分） （１．４５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２月分、勤勉手当２．３０月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。
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� 退職手当（令和２年４月１日現在）

愛媛県公営企業（電気事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ２，０９４千円 ４２４千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ４，１６０千円 ２１，９０６千円

注 １人当たり平均支給額は、令和元年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（令和２年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

支給実績（令和元年度決算） ３５千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） １，４７７円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） ４７．１％

手当の種類（手当数） ２

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和元年度）
支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

�傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
�水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
�ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
�地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

�金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

千円
２５

�日額 ５７０円
�日額 ４００円
�日額 ３４０円
�日額 ２２０円
�日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

千円
１０

日額 ６５０円

	 時間外勤務手当

支給実績（令和元年度決算） ３６，９８４千円

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ８８１千円

支給実績（平成３０年度決算） ３２，２１６千円

職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） ７６７千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。
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� その他の手当（令和２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和元年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
８，００４

円
２９６，４４４

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，１６１

円
２８７，４００

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
４，２０７

円
１０２，６０２

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
１，０４４

円
３４８，０００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
６，８９８

円
７６６，４００

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

管理職員特別
勤 務 手 当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
４４

円
７，３３３

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
２，６９５

円
２６９，５２４

�イ 工業用水道事業

県営工業用水道事業は、昭和３９年４月１日の営業開始以来５６年を経過し、現在、松山・松前地区工業用水道、今治地区工業用水道、西条

地区工業用水道の３地区において、計画給水量２４９，２２０立方メートルで営業しています。

ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成３０年度の総費用に

占める職員給与費比率

令和元年度
千円 千円 千円 ％ ％

９３５，７９１ ６１３，７９４ １５３，０００ １６．３ １７．０

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和２年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

２３ １１２，５８９ ２２，８１６ ５０，４５４ １８５，８５９ ８，０８１

注１ 職員数及び給与費は、令和２年度当初予算に計上された数値であり、令和２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和２年４月１日現在）

県営工業用水道事業に従事する令和２年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員３人を含まない。）は、２１人であり、職員の平均

年齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県公営企業

（工業用水道事業）
５０歳９月 ３７１，４００円

４２５，４２４円

（５６０，６５２円）
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注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。

２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・

勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（令和元年度） １人当たり平均支給額（令和元年度）

１，６７２千円 １，６０１千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６ 月分 １．９０ 月分 ２．６ 月分 １．９０ 月分

（１．４５ 月分） （０．９０ 月分） （１．４５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２月分、勤勉手当２．３０月分と

なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（令和２年４月１日現在）

愛媛県公営企業（工業用水道事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 退職者なし

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の在

職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額とし

て加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額 ４，１６０千円 ２１，９０６千円

注 １人当たり平均支給額は、令和元年度中に退職した職員に支給された額の平均です。

� 地域手当（令和２年４月１日現在）

支給対象職員は、いません。

� 特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

支給実績（令和元年度決算） ３３千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） １，８２４円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） ７８．３％

手当の種類（手当数） ２
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手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和元年度）
支給単価

危険作業手当 発電所又は工業用水管理事務所に
勤務する職員

�傾斜３０度以上の水圧管施設工事
及び内部工事の作業等
�水圧鉄管充水中の水車ケーシン
グ及びドラフトチューブの内部作
業等
�ずい道水圧管内における調査、
測量作業等
�地上又は水面上１０メートル以上
の墜落の危険が特に著しい箇所で
行う工事の監督、調査等

か

�金属ナトリウム、苛性アルカリ
類、硝酸及び亜硝酸等を取扱う業
務

千円
３２

�日額 ５７０円
�日額 ４００円
�日額 ３４０円
�日額 ２２０円
�日額 ２００円

用地交渉等業務手当 公営企業管理局に勤務する職員 公共事業の施行に伴う土地等の取
得及び権利の消滅等に伴う損失の
補償等に関し、これらの権利者等
と直接現地で行う交渉業務

千円
１
日額 ６５０円

� 時間外勤務手当

支給実績（令和元年度決算） ７，６００千円

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ４２２千円

支給実績（平成３０年度決算） １０，５０５千円

職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） ５８４千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

� その他の手当（令和２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和元年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，４２５

円
２１４，０６３

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３９６

円
１９８，０００

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，４９７

円
１５８，９３３

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
７２０

円
３６０，０００

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３，１７４

円
６３４，８００

特地勤務手当及
び特地勤務手当
に準ずる手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
８４

円
１６，７２０

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円
３３

円
３３，０００

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円
０

円
０

�ウ 病院事業

県営病院事業は、昭和３１年１０月１日県衛生部から移管を受けて以来６３年を経過し、現在、中央、今治、南宇和及び新居浜の４病院で、病

床数１，６５９床を有し、それぞれの地域における中核的医療機関として、その機能を発揮しています。
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ａ 職員給与費の状況

� 決算

区 分
総費用

（Ａ）

純損益又は

実質収支

職員給与費

（Ｂ）

総費用に占める職員

給与費比率（Ｂ／Ａ）

平成３０年度の総費用に

占める職員給与費比率

令和元年度
千円 千円 千円 ％ ％

４５，８７６，０６３ △２４４，２１２ １６，１５１，７６８ ３５．２ ３５．５

注１ 決算には、消費税を含んでいません。
２ 職員給与費とは、職員に対して支給される給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等の諸手当に要する経費であ
り、退職手当に要する経費は、含んでいません。

３ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費８３，５８０千円を含んでいません。

� 予算

区 分
職 員 数

（Ａ）

給 与 費 １人当たり

平均給与費

（Ｂ／Ａ）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 （Ｂ）

令和２年度

人 千円 千円 千円 千円 千円

１，９７７ ８，３１５，０５２ ５，２６４，１７３ ３，７１１，７６８ １７，２９０，９９３ ８，７４６

注１ 職員数及び給与費は、令和２年度当初予算に計上された数値であり、令和２年４月１日現在の実職員数とは一致しません。
２ 職員手当には、退職手当に要する経費は、含んでいません。

ｂ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和２年４月１日現在）

県営病院事業に従事する令和２年４月１日現在の職員数（再任用短時間勤務職員３６人を含まない。）は、１，９８２人であり、職員の平均年

齢、基本給及び平均月収額の状況は、以下のとおりです。

区 分 平 均 年 齢 基本給 平均月収額

愛媛県

医 師 ４５歳６月 ５９６，１６３円 １，２７１，４２９円

（１，４５８，５０９円）

看 護 師 ４０歳３月 ３２２，０５８円 ４０２，７０４円

（５２０，９５９円）

事務職員 ４３歳２月 ３３４，８９０円 ４８９，１５９円

（６１１，５１１円）

注１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額の平均です。
２ 平均月収額とは、職員の基本給と毎月支払われる住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合計したものの平均であり、（ ）内の金額は、期末・
勤勉手当を含んだものです。

ｃ 職員の手当の状況

� 期末手当・勤勉手当

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

１人当たり平均支給額（令和元年度） １人当たり平均支給額（令和元年度）

１，５９８千円 １，６０１千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

２．６ 月分 １．９０ 月分 ２．６ 月分 １．９０ 月分

（１．４５ 月分） （０．９０ 月分） （１．４５ 月分） （０．９０ 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
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注１ 特定幹部職員（局長級以上の職員）については、期末手当のうち０．４月分を勤勉手当に振り替えているため、期末手当２．２月分、勤勉手当２．３０月分と
なっています。

２ （ ）内の数値は、再任用職員に係る支給割合です。

� 退職手当（令和２年４月１日現在）

愛媛県公営企業（病院事業） 愛 媛 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 自己都合 勧奨・定年

医 師 １，０７６千円 ２３，９２２千円

看護師 １，７４２千円 １８，９４８千円

その他 ２，８８６千円 ２１，１４３千円

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５ 月分

勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９ 月分

最高限度額 ４７．７０９ 月分 ４７．７０９ 月分

その他の加算措置

退職手当の調整額

職務の級等の区分に応じた８段階の調整月額を定め、職員の

在職期間のうちその月額が高い方から６０月分の合計額を調整額

として加算

定年前早期退職特別措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額 自己都合 勧奨・定年

４，１６０千円 ２１，９０６千円

注１ １人当たり平均支給額は、令和元年度中に退職した職員に支給された額の平均です。
２ １人当たり平均支給額のその他は、医師及び看護師を除く全ての職員です。

� 地域手当（令和２年４月１日現在）

支 給 総 額（令和元年度決算） ２７８，０８１千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ９３６，３０１円

区 分 支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 愛媛県の制度（支給率）

医 師 １６％ ２８２人 １６％

注１ 支給対象職員数は、令和２年４月１日現在の職員数です。
２ 医師については、一般的に、人材確保が困難である地方の方が都市部より給与が高いという実状があることから、それを反映させるために支給して
います。

� 特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

支給実績（令和元年度決算） ４５２，５６６千円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） ３０２，７２０円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） ７１．３％

手当の種類（手当数） ９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（令和元年度）
支給単価

結核病とう勤務手当 病院の結核病棟に勤務する職員 病院の結核病棟において行う患者
の看護又は患者に接する職務

千円
２５１

日額 ２９０円

病理細菌取扱手当 病院の試験室等において病理又は
危険である細菌の検査研究等に従
事する職員

病院の試験室等において行う病理
又はコレラ、赤痢等危険である細
菌の検査、研究等

千円
３，２３２

日額 ２００円

放射線技術勤務手当 放射線技術又はその補助に従事す
る職員

病院において行う有害放射線の影
響を受ける作業

千円
８，２９７

日額 ２３０円

伝染病医療従事手当 病院において伝染病患者等の診療、
看護等に従事する職員

伝染病患者等の診療又は看護
伝染病菌の付着した物件等の処理
作業

千円
２３０

日額 ２９０円

精神病棟等勤務手当 病院の精神病棟又は精神科に勤務
する職員

精神病患者等の看護又はこれらの
者に接する業務

千円
８６

日額 ３２０円

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号

７６３



夜間看護等手当 �病院で深夜に勤務する看護師等
��病院に勤務する医療職給料表
の適用を受ける職員

�正規の勤務時間による勤務の一
部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間）におい
て行われる看護等の業務
�救急患者に対処するために命を
受け自宅等でする待機
�待機中に呼出しを受け、正規の
勤務時間以外の時間において行っ
た手術等の業務

千円
３６９，８０４

�１回 ２，１５０円から３，５
５０円まで
�１回 ８６０円
�１回 １，６２０円

航空手当 航空機に搭乗して診療、調査等の
業務に従事する職員

航空機に搭乗して行う診療、看護、
調査、捜索救難等の業務

千円
５７６

１時間 １，９００円

救急医療従事手当 病院に勤務する管理職医師 正規の勤務時間外において行う救
急医療業務

千円
３８，８５５

１時間当たりの給与額×
従事時間

診療応援手当 病院に勤務する医師 他の県立病院等で従事する診療業
務

千円
３１，２３５

１回 ５，０００円から２０，００
０円

� 時間外勤務手当

支給実績（令和元年度決算） ２，１１７，９０３千円

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） １，０８４千円

支給実績（平成３０年度決算） ２，０８５，６７４千円

職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） １，０６８千円

注１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含んでいます。
２ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含んでいます。

� その他の手当（令和２年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
（令和元年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（令和元年度決算）

扶 養 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１８３，２５９
円

２４０，１８２

住 居 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２０８，９２８
円

２７７，４６１

通 勤 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１１９，４２５
円

８２，０７９

単身赴任手当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１１，３４０
円

３９１，０３４

管 理 職 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

６４，１４８
円

１，０６９，１４０

初任給調整手当

内容は、一般行政職の制度と同じ。
支給単価は、一般行政職の制度に加え、医師について次の額
を支給。
・職務の級に応じ２４，０００円又は３０，０００円
（南宇和病院に勤務する医師は１２４，０００円又は１３０，０００円）

異 医師への加算
千円

９６９，６０７
円

３，２６４，６７０

宿 日 直 手 当 一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

２２５，１９６
円

４４７，７０６

管 理 職 員
特別勤務手当

一般行政職の制度と同じ。 同 －
千円

１８，２６５
円

３０４，４２３

夜間勤務手当 一般行政職の夜勤手当の制度と同じ。 同 －
千円

２０４，０７２
円

２０８，８７６

� 特別職の報酬等の状況（令和２年４月１日現在）

特別職である管理者の給料月額、期末手当の支給割合及び退職手当の算定方式等は、以下のとおりです。

区 分 給 料 月 額 等

給 料 ７８８，５００円（８３０，０００円）

期末手当
（令和元年度支給割合）

３．３５月分

退職手当
（算定方式） （支給時期）

８３万円×在職月数×０．２５（任期毎）
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注 給料月額は、知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）に基づき５％の減額をした後の額であり、（ ）内の金額は、減額前の
額を記載

� 勤務時間その他の勤務条件の状況

ア 勤務時間の状況

令和元年度における職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分で、公務の運営上の事情等により特別の形態によって勤務する必要の

ある職員を除き、午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は、午後零時から午後１時まで）となっています。

イ 休暇の状況

� 年次有給休暇

年次有給休暇は、１年ごとに２０日付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことができます。令和元年の職員１人当たりの年次有給休暇

の取得状況は、以下のとおりです。

（単位：日）

区 分 知 事 公営企業管理者 人 事 委 員 会 議 会 議 長 代 表 監 査 委 員 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

平均取得日数 １０．１ １０．３ ７．１ ９．６ １３．３ １１．１ １１．６

� その他の休暇

負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故など条例や人事委員会規則で定める事由に該当する場合には、有給

の休暇を付与しています。また、職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は障がいのため介護を必要とするものを介護す

る場合には、無給の休暇を付与しています。

� 休業の状況

� 育児休業

職員が３歳に満たない子を養育するために休業することが認められる制度です。育児休業をしている期間については、給与は、支給され

ません。令和元年度における育児休業者数は、６４９人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児休業者数 ６６ １３６ ３９３ ５４ ６４９

� 部分休業

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない

範囲内で、勤務しないことが認められる制度です。部分休業をしている時間については、給与が減額されます。令和元年度における部分休

業者数は、７４人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

部分休業者数 １８ ４５ ８ ３ ７４

� 育児短時間勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために短時間勤務をすることが認められる制度です。育児短時間勤務をしている期

間については、給与が減額されます。令和元年度における育児短時間勤務者数は、１２３人です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

育児短時間勤務者数 １０ ９８ １４ １ １２３
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� 自己啓発等休業

職員が大学等課程の履修又は国際貢献活動を行う場合、２年間（国際貢献活動は３年間）を限度に休業することが認められる制度です。

令和元年度における自己啓発等休業者数は３人です。

（単位：人）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 合 計

自己啓発等休業者数 １ １ １ ３

� 配偶者同行休業

職員が外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするため、３年を超えない範囲内で休業することが認められる制度です。令

和元年度における休業者数は、３人です。

（単位：人）

区 分 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

配偶者同行休業者数 ２ １ ３

� 修学部分休業

職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合、公務の運営に支障がなく、かつ、職員の公務に関する能力の向上に資すると認められ

るときは、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、２年間を限度に、修学のために必要な時間を休業することが認められる

制度です。令和元年度における修学部分休業者数は、０人です。

� 高齢者部分休業

定年退職日前５年間の職員が希望する場合、公務運営に支障がない場合は、給与を減額して、正規の勤務時間の１／２以内の時間、定年

退職日までの間、勤務時間を短縮することが認められる制度です。令和元年度における高齢者部分休業者数は、０人です。

� 大学院修学休業

公立学校の教員が、大学院や大学の専攻科の課程に在学して、その課程を履修するため、３年を超えない範囲内で休業することが認めら

れる制度です。令和元年度における休業者数は、０人です。

� 分限及び懲戒処分の状況

ア 分限処分の状況

分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持を目的としてなされる不利益処分であり、その種

類は、免職、休職又は降任があります。令和元年度における分限処分数は、３６２件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ ０ ０ ０ ０

休 職 １０７ ５６ １４９ ４８ ３６０

降 任 ２ ０ ０ ０ ２

合 計 １０９ ５６ １４９ ４８ ３６２

イ 懲戒処分の状況

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなさ

れる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給又は戒告があります。令和元年度における懲戒処分数は、１７件です。任命権者別の

内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）
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区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

免 職 ０ ０ ３ １ ４

停 職 １ ０ １ ０ ２

減 給 ２ １ ３ １ ７

戒 告 ２ ２ ０ ０ ４

合 計 ５ ３ ７ ２ １７

� 服務の状況

地方公務員法第３０条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、

職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業への従事等の制限など、服務上の強い制約を課しています。各任命権者においては、令和元年

度において、以下の措置を講じました。

ア 知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長及び代表監査委員

� 綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

交通事故等の防止について
飲酒運転の根絶について意識の徹底を図るとともに、交通事故及び交通違反の防止について注意喚起を行い

ました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の負託に応えるため、

県民に対する職務対応の向上及び利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、経費の節減、業務の適正な執

行、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止、交通法規の遵守等について周知徹底を

図りました。

参議院議員通常選挙における地方公務員の服

務規律の確保について
参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について周知徹底を図りました。

� 職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントを防止するこ

とを目的として、管理職等を対象に研修を実施するとともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。

� 職員が仕事と子育てを両立できる職場づくりの促進を図ることを目的として、管理職等を対象に研修を開催するとともに、全職員を対

象に職場研修を実施しました。

� 綱紀の保持及び服務規律の確保に加え、不祥事の再発防止を図ることを目的として、管理職等を対象に公務員倫理に関する研修を実施

するとともに、全職員を対象に職場研修を実施しました。

� 愛媛県又は愛媛県職員に対して行われる不当要求行為等に対し、職員の安全及び県行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、愛媛県

として組織的かつ統一的に対応する際の具体的な応対要領等に関する研修会を実施しました。

イ 教育委員会

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、教職員に対し、その徹底を図りました。
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通 知 概 要

交通事故等の防止について ゴールデンウイークの時期をとらえて、交通事故等の防止について注意喚起を行いました。

・参議院議員通常選挙における地方公務員の

服務規律の確保について

・教職員等の選挙運動の禁止等について

選挙における地方公務員の政治的行為の制限や選挙運動の禁止について周知徹底を行い、教職員が公務員

として政治的中立を失い住民の信頼を損なうことがないよう通知を行いました。

学校における働き方改革の推進に向けた夏季

等の長期休業期間における学校の業務の適正

化等について

学校閉庁日を設定したり、研修や部活動の大会等の見直しを行ったりすることで、教職員の業務負担を軽

減し、各学校で働き方改革を推進するよう、各学校の教職員に周知を行いました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

近年、公立学校教職員への信頼を損ねる不祥事が発生し、全県をあげて教育に対する信頼回復に努めてい

る中、県立学校に勤める教諭による校内での窃盗事件が発生したのを受け、こうした不祥事が県民の信頼

を大きく損ねるものであることを重く受け止め、一日も早く信頼回復できるよう、これまで以上の服務規

律の厳正な遵守について周知徹底を図りました。

綱紀の保持及び服務規律の確保について

年末、年始を控え、綱紀の保持及び服務規律の確保を一層徹底し、県政に対する県民の負託に応えるため、

県民に対する職務対応の向上及び利害関係者との会食等の自粛、虚礼の廃止、経費の節減、業務の適正な

執行、セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止、交通法規の遵守等について周知徹

底を図りました。

綱紀の保持及び服務規律の徹底について

公立小学校に勤める教諭が児童ポルノ禁止法違反（児童ポルノ製造）で逮捕されるという事案が発生した

のを受け、一刻も早く県民の信頼を回復できるよう、これまで以上の服務規律の厳正な遵守に教職員が一

丸となって取り組むよう通知しました。

綱紀の保持及び服務規律の徹底について

新型コロナウイルスによる感染症の拡大、生活や経済への影響の拡大など、人々が大きな不安を抱いてい

る中、公立中学校に勤める教員が県青少年保護条例違反容疑で逮捕されるという事案が発生したことを受

け、一日も早く信頼を回復できるよう、非違行為の未然防止の徹底、教育公務員としての誇りを持って自

己の職責を全うするよう通知しました。

ウ 警察本部長

綱紀の保持、服務規律の確保等を図るため、次に掲げる通知を発出し、職員に対し、その徹底を図りました。

通 知 概 要

ハラスメント相談員名簿の送付

ハラスメント防止対策要綱（平成２５年５月１５日付通達）に基づき、防止対策の実効性を高めるため、ハラ

スメント相談員を選定し、ハラスメント相談窓口を継続して職員に周知の上、効果的活用を図るよう指示

しました。

ハラスメント防止対策推進月間の実施 １１月がハラスメントの防止月間であることから、職員への意識啓発の促進及び教養の実施を指示しました。

服務だより「ストップ・ハラスメント」の発

出

ハラスメント事案を認知した場合、服務だより「ストップ・ハラスメント」をタイムリーに発出し、ハラ

スメントの防止対策を図りました。

営利企業等の従事制限に関する遵守の徹底
全職員に営利企業等への従事制限の趣旨を周知徹底するとともに、各所属には身上把握等を通じてその実

態を把握するよう指示しました。

参議院議員通常選挙における警察職員の服務

規律の保持
警察職員の職務の特殊性及び基本的留意事項の周知徹底を指示しました。

非違事案防止に向けた各種施策の着実な実施
非違事案の未然防止に資する業務改善、高い規律と士気を有する職場環境の確立、非違事案の現状とその

防止対策、身上把握の徹底等について指示しました。

夏季における規律の振粛と警察職員としての

自覚の確立

効果的な身上把握及び生活指導の充実、飲酒に対する警察職員としての自覚の醸成、交通事故及び違反の

防止、殉職・受傷事故の絶無について指示しました。

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号

７６８



兼務職員に対する効果的な監督（身上把握）
兼務職員に対しては、本務監督者及び兼務監督者双方が緊密に連携し、効果的に身上把握を行うよう指示

しました。

飲酒に絡む非違事案の絶無 飲酒マナーを厳守し、節度ある飲酒を徹底するよう指示しました。

年末年始における規律の保持と各種非違事案

の防止

身上把握及び生活指導の徹底、飲酒に対する自覚と規律の徹底、交通事故・違反の防止、殉職・受傷事故

の防止について指示しました。

人事異動期における規律の保持と各種非違事

案の防止
業務管理の徹底、交通事故及び違反の絶無、私生活上において遵守すべき重点事項について指示しました。

私的管理金に係る組織的管理の徹底
私的管理金については、通達で規定する管理基準を満たし、かつ、所属長の承認を得なければ職場内で運

用してはならないこととし、組織的管理の強化を徹底しました。

確実かつ実効ある個々面接及び生活指導の実

施

「重点指導項目」及び「生活指導チェックリスト」に基づく、具体的かつ効果的な個々面接の実施を指示

しました。

迅速な表彰上申
適正な業務評価に基づきタイムリーな表彰・賞揚を行い、士気高揚及び誇りと使命感の醸成により組織を

活性化させました。

監察通信の発出
全職員に対し、全国の懲戒処分事例や、県下における不適正事案の発生状況等を周知し、教養を実施しま

した。

訟務通報の発出 全職員に対して、損害賠償事案等について、教養を実施しました。

「ストップ事故通信」の発出
職員の交通事故が多発していることから、「ストップ事故通信」をタイムリーに発出し、交通事故防止の

徹底を指示しました。

� 退職管理の状況

知事、公営企業管理者、人事委員会、議会議長、代表監査委員、教育委員会、警
察本部長

営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する契約等事務に関し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又

はしないように現職職員に働きかけることなどを禁止しています。

また、管理監督の地位にあった元職員が、離職後２年間、営利企業等に再就職した場合は、離職した際の任命権者に再就職情報を届け出

るよう義務付けています。

� 研修の状況

職員の勤務能率の発揮及び増進のため、令和元年度は、各任命権者において以下のとおり研修を実施しました。

� 知事

ａ 研修所における研修

愛媛県研修所において、教員、警察官を除く各任命権者の職員を対象に、以下のとおり研修を実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

階 層 別 研 修
新規採用職員、新規採用臨時職員、中堅職員、係長・主幹・課長級の新任者、部長・次長級の現任者を対象に、

それぞれの階層に共通に必要とされる知識・技術の習得を目的とする研修

９コース

参加者１，３９３人

ステージアップ

研 修

新規採用から主幹昇任までの各階層別研修の間を３つの能力開発期間（ステージ）と捉え、次の職位で必要と

される知識・能力をあらかじめ取得することを目的とした研修

２５コース

参加者 ７０７人

指導者養成研修
職場内で新規採用職員の指導、接遇の指導、ＯＪＴ能力の向上に携わる職員を対象に、指導者としての知識や

技法を習得することを目的とした研修

３コース

参加者 ２３３人
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出 前 講 座 東予・南予地域の職員の研修機会の拡充を図るため、出前講座（クレーム対応講座等）を実施
２コース

参加者 １３７人

部 局 研 修
新たに税務・生活保護等の業務に従事する職員を対象に、担当する業務に直結する知識・技術の習得を目的と

する研修

７コース

参加者 １６３人

ｂ 長期派遣研修

広範な専門知識や実務能力等の習得、幅広い視野のかん養を図るため、中央省庁（１４人）や自治大学校（４人）、民間企業等（７人）へ

職員を派遣しました。

また、一般財団法人自治体国際化協会、公益財団法人日本台湾交流協会等に５人の職員を長期派遣し、国際化に対応できる人材の育成に

努めました。

� 公営企業管理者

医療に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の医療水準の向上を図るため、医師を国内の先進・専門医療機関

（４人）や海外の学会等（２０人）に派遣しました。

また、県立病院の看護職員を対象に、職務の遂行に必要な知識、技能の習得等を目的として、県立４病院合同研修（２０コース、８０６人）

を実施しました。

さらに、看護に関する高度な技術や専門知識を習得することにより、県立病院の看護水準の向上を図るため、看護師に日本看護協会等が

主催する研修を受講させました。（１９人）

� 人事委員会

人事委員会事務局職員としての資質向上を図るため、公益財団法人日本人事試験研究センター等が実施する研修を受講させました。（４

人）

� 議会議長

議会事務局職員としての資質向上を図るため、全国都道府県議会議長会が実施する研修を受講させました。（４人）

� 代表監査委員

監査を行う上で必要とされる専門知識や技術を習得し、その資質の向上を図るため、専門機関が実施する研修を受講させました。（５人）

� 教育委員会

ａ 教職員としての指導力や資質の向上を図るため、総合教育センター等において、専門的・実践的な研修を以下のとおり実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

基 礎 研 修
教員の初任者、２年経験者、５年経験者、１０年経験者、４０歳に達した者等を対象に、教育

公務員特例法により義務付けられている基礎研修等

〔市町立学校教職員〕

１４コース 参加者 １，０１８人

〔県立学校教職員〕

２０コース 参加者 ３１４人

職 務 別 研 修
新任の校長、教頭、生徒指導主事等を対象に、校務分掌や職位等に関係する必要な知識・

技能の習得を目的とする義務的研修

〔市町立学校教職員〕

２９コース 参加者 ６，４１８人

〔県立学校教職員〕

１５コース 参加者 １，９２０人

課 題 別 研 修
受講を希望する教職員を対象に、英語指導や情報教育等の高い専門知識・技能の習得を目

的とする研修

〔市町立学校教職員〕

３１２コース 参加者 １４，９３５人

〔県立学校教職員〕

８２コース 参加者 ４，５７８人

ｂ 教職員としての指導力や資質向上を目的として、国内の研修機関等や大学院等の教育機関への派遣及び海外派遣について、以下のとお

り実施しました。

区 分 研修の概要 実施状況

国 内 派 遣
多様な研修の確保の観点から、教職員の自己研修の奨励と学習指導力の向上を目的と

して、職員派遣研修を実施しました。

〔市町立学校教職員〕

独立行政法人教員研修センター等 ５５人

〔県立学校教職員〕

独立行政法人教職員支援機構等 ２７人
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大 学 院 等 派 遣
高度で広範囲な課題に対応する資質を養うことを目的として、国立大学大学院等へ派

遣しました。

〔市町立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ２３人

〔県立学校教職員〕

愛媛大学大学院等 ７人

海 外 派 遣
教職員に諸外国の教育、文化の実情を理解させ、国際的視野に立った識見を深めるこ

とを目的として、海外へ派遣しました。

〔県立学校教職員〕

韓国（１） アメリカ（１） ２人

� 警察本部長

警察教養規則により、警察職員１人１人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理を保持

し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的に、道府県警察学校等において警察教養を行うこととされています。愛媛県警察学校

においては、令和元年度は、採用時教養（６期 １７２人）、昇任時教養（２期 １１人）、専科等（４４期 ５１７人）の警察教養を行いました。

また、警察職員として必要な知識及び技能等を習得させるため、警察庁が設置する管区警察学校（１９４人）、警察大学校（１０６人）及び法

科学研修所（７人）で警察教養を行いました。

� 福祉及び利益の保護の状況

ア 厚生福利制度の状況

職員の心身の健康の保持及び公務能率を増進させるため、任命権者、地方公務員等共済組合法に基づき設置される共済組合、地方公務員

法第４２条の趣旨に沿って職員が任意で設置する互助会において、職員の厚生福利事業を実施しています。

� 職員の健康保持、疾病予防対策

職員の健康保持の増進と疾病予防のため、労働安全衛生法等に基づき、各種健康診断、メンタルヘルス対策、健康相談及び健康教育等

を実施しています。令和元年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 健康診断

区 分 概 要

知 事 等
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ストレスチェック、ＶＤＴ作業従事者検診等を行いました。また、共済組合と共同でがん検診及

び人間ドック等を、それぞれ行いました。

教 育 委 員 会
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ストレスチェック、ＶＤＴ作業従事者検診、がん検診等を行いました。また、共済組合と共同で

胃検診を、共済組合及び互助会と共同で人間ドックを、それぞれ行いました。

警 察 本 部 長
一般定期健康診断、特別定期健康診断、ストレスチェック、ＶＤＴ作業従事者検診、各種がん検診等を行いました。また、共済組合と共

同で人間ドックを行いました。

注 知事等とは、任命権者のうち、教育委員会及び警察本部長を除くものをいいます（以下同じ。）。

○各種健康診断の実施状況（令和元年度）

（知事等）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ４，９６８人 一次検査 ※受診率 ９９．７％

特別定期健康診断 １，８０６人
放射線業務従事職員検診、特定化学物質等使用職員検診、有機溶剤使用職員検診、深夜業務等従

事職員検診

ストレスチェック ６，２７９人 ※受検率 ９６．３％

そ の 他 検 診 ５３８人 振動業務従事者検診、ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用職員検診

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ７，２５７人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ２，６５１人 人間ドック、腹部超音波検診
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（教育委員会）

県立学校

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ３，２４４人 一次検査 ※受診率 ９９．７％

ストレスチェック ４，００７人 ※受検率 ９９．８％

そ の 他 検 診 ３２８人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）、農薬使用業務従事者検診

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ５，９６２人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １，２４１人 人間ドック、腹部超音波検診

事務局

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ２８９人 一次検査 ※受診率 ９９．７％

特別定期健康診断 ０人 有害業務等従事職員検診

ストレスチェック ３５５人 ※受検率 ９９．２％

そ の 他 検 診 ３４人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

がん検診等 が ん 検 診 ６５５人 胃検診、大腸検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

人 間 ド ッ ク 等 １８０人 人間ドック、腹部超音波検診

（警察本部長）

区 分 受診者数 備 考

法 定 検 診 一般定期健康診断 ２，６８４人 一次検診 ※受診率 １００％

特別定期健康診断 ７２０人 有機溶剤業務従事者検診、潜水業務従事者検診、深夜業務従事者検診、鉛業務従事者検診

ストレスチェック ２，９０２人 ※受検率 １００％

そ の 他 検 診 ５９人 ＶＤＴ作業従事者検診（一次、二次）

が ん 検 診 等 が ん 検 診 ２，７５５人 胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、前立腺がん検診

人 間 ド ッ ク 等 ７３２人 人間ドック、腹部超音波検診

ｂ メンタルヘルス対策

区 分 概 要

知 事 等
「愛媛県職員こころの健康づくり指針」により、総合的、体系的に取り組みました。中でも、「職場復帰支援システム」の運用、健康相

談室での相談、メンタルヘルスセミナーの開催のほか、共済組合と共同で外部専門機関による相談事業を行いました。

教 育 委 員 会

「愛媛県教職員こころの健康づくり計画」に基づき教職員の心の健康づくりに積極的に取り組んでおり、精神科医や臨床心理士等による

心の健康相談を行うとともに、精神疾患による休職者の復職支援を実施し、管理職に求められる対応について「管理職のための職場のメ

ンタルヘルスハンドブック」を配布しています。また、共済組合において外部専門機関による相談事業及びメンタルヘルスサポート事業

が、共済組合と互助会の共同によりメンタルヘルスセミナーが、それぞれ行われました。

警 察 本 部 長
警察共済組合と共同で部外カウンセラー（精神科医）による相談事業のほか、心理カウンセラー（精神保健福祉士）によるメンタルヘル

スセミナーや心の健康相談（カウンセリング）を実施しました。

ｃ 健康相談・健康教育

区 分 概 要

知 事 等
健康相談室の設置・相談、健診事後指導、禁煙サポート、ヘルスアップセミナー等健康教育事業を行いました。また、共済組合において、

電話相談等が行われました。

教 育 委 員 会 産業医等による健康相談を行うとともに、共済組合において、健康づくりセミナー、一日介護講座、電話相談等が行われました。

警 察 本 部 長
産業医・カウンセラー・健康管理対策室による相談、健診事後指導、禁煙サポート等健康教育事業を行いました。また、警察共済組合に

おいて健康教室の開催等健康づくり運動を推進しました。
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� 安全衛生

労働安全衛生法等に基づき、安全衛生委員会の設置、産業医及び衛生管理者等を配置し、快適な職場環境の実現と職場における職員の

安全を確保するための安全衛生管理体制を整備しています。

区 分 委員会名 設置数

総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

知 事 等 安 全 衛 生 委 員 会 １２

衛 生 委 員 会 １４

公 営 企 業 管 理 局 衛 生 委 員 会 ４

教 育 委 員 会
総 括 安 全 衛 生 委 員 会 １

衛 生 委 員 会 ６８

警 察 本 部 長 安 全 衛 生 委 員 会 １８

� その他

職員の厚生福利事業を進めるため、元気回復事業等を実施しています。令和元年度に実施した主な事業は、以下のとおりです。

ａ 元気回復事業等

区 分 概 要

知 事 等

ボランティア活動の支援、職員だよりの発行等を行うとともに、図書室や職員運動場を設置しています。また、共済組合と共同で、ライ

フプランの支援事業を行いました。更に、共済組合において、プール、山の家の助成等が、互助会において、サークルへの活動助成、カ

フェテリアプラン（選択型福利厚生事業）等が、それぞれ行われました。

教 育 委 員 会
共済組合において、ライフプランの支援事業、宿泊事業等が、互助会において、福祉相談、リフレッシュ海外旅行助成等が、それぞれ行

われました。

○共済組合福祉事業

令和元年度実績

区 分 利用者数

知事等 健 診 事 業 １１，２１０人

【地方職員共済組合】 健 康 づ く り 事 業 １０，０３２人

組合員数 ５，９８２人 愛 媛 診 療 所 ３，２４８人

被扶養者数 ５，９２９人 貸 付 累 計 件 数 ６３８件

教育委員会 健 診 事 業 ４，１１６人

【公立学校共済組合】 健 康 づ く り 事 業 ６８０人

組合員数 １２，１７３人 そ の 他 事 業 ３，９３６人

被扶養者数 ９，７０４人 に ぎ た つ 会 館 ７７，０３０人

貸 付 累 計 件 数 １，７０２件

警察本部長 健 診 事 業 ３，８１８人

【警察共済組合】 健 康 づ く り 事 業 １，６３８人

組合員数 ２，９０１人 そ の 他 事 業 １２４人

被扶養者数 ３，９２７人 貸 付 累 計 件 数 ４９２件

○互助会事業実績

令和元年度実績 （千円）

区 分 主な保健文化事業 事業費

知事等

会 員 数 ５，８６６人

会員掛金 １２７，９４８千円

リフレッシュ助成事業、サークル助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、生涯設計支援事業 ６４，１１８
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教育委員会

会 員 数 １１，５４３人

会員掛金 ３２７，１２１千円

人間ドック、メンタルヘルスセミナー、退職準備セミナー、福祉相談、リフレッシュ海外旅行助成、イン

フルエンザ予防接種補助等
２９，６４８

警察本部長

会 員 数 ２，９８１人

会員掛金 ６１，８３８千円

資格取得・通信教育等助成、カフェテリアプラン（選択型福利厚生事業）、柔剣道指導助成、事件検挙助

成等
５５，８５２

ｂ 給付事業

� 共済組合による給付

地方公務員等共済組合法に基づき、組合員等の病気、出産、死亡、休業等に関し、相互救済を図るため、法定給付として、保健給付、

休業給付及び災害給付が行われるとともに、法定給付に付加して給付する附加給付が行われています。

○令和元年度実績 （千円）

区 分 知 事 等 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

保 健 給 付 ９６，２８０ ２，８４９，７０４ ９１８，０４６

直 営 保 健 給 付 ８，２５７ ４０，３４９ ３

休 業 給 付 １７６，６１１ ４１７，３５７ ５１，８３９

災 害 給 付 １，５００ ５，４７５ ０

附 加 給 付 １９，５１６ ４２，４７２ １２，７１７

一部負担金払戻金等 ２２，５９２ ４７，６３３ ８，７８６

計 ３２４，７５６ ３，４０２，９９０ ９９１，３９１

� 互助会による給付

互助会により、会員等の病気、出産、死亡等に関し、相互救済を図るための給付が行われています。

（千円）

区 分 主な給付事業 給付総額

知 事 等 医療補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ５２，９５１

教 育 委 員 会 療養費補助金、死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金等 ３９８，０４５

警 察 本 部 長 死亡弔慰金、銀婚祝金、傷病見舞金、入学祝金 ３，４９８

ｃ 職員住宅（独身寮）設置状況

職員が安心して赴任し職務に専念できるよう、厚生福利施設として職員住宅等を設置しています。任命権者別の設置状況は、以下のと

おりです。

（単位：戸）

区 分 知 事 公 営 企 業 管 理 者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長

戸 数 １９９ ２９９ ３１１ ９１０

イ 公務災害補償の状況

公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員災害補償基金愛媛県支部が実

施しています。令和元年度における公務災害・通勤災害の認定件数は、１４６件です。任命権者別の内訳は、以下のとおりです。

（単位：件）

区 分 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

公 務 災 害 １２ ２０ ３２ ６５ １２９

通 勤 災 害 ７ ３ ４ ３ １７

合 計 １９ ２３ ３６ ６８ １４６
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ウ 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、愛媛県人事委員会（以下「人事委員会」という。）に対して、地方公共団体の当局に

より適当な措置が執られるべきことを要求することができることとされています。令和元年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」

の�のとおり、人事委員会に対して措置の要求が行われています。

エ 不利益処分に関する審査請求の状況

職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会に対して、審査請求をすることができること

とされています。令和元年度においては、「２ 人事委員会の業務の状況」の�のとおり、人事委員会に対して審査請求が行われています。

２ 人事委員会の業務の状況

� 競争試験及び選考の状況

職員の任用については、地方公務員法並びに職員の採用及び昇任に関する規則等を基本法規として、成績主義の原則が貫かれるよう努め

ました。

ア 採用候補者試験の実施状況

令和元年度に実施した採用候補者試験は、次のとおりです。

� 採用候補者試験実施状況

試験の名称 受験資格（平成３１年４月１日現在） 受付期間
試験実施

年 月 日

愛媛県職員採用候補者（上級）試験 ・年齢２１（２０）歳以上３４歳未満の者

※保健師のみ２０歳以上３４歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

資格免許を必要とする職は、上記の者で、当該資格・免許を

有する者又は取得する見込みの者

元．５．１３～３１ 〔第１次〕

元．６．２３

〔第２次〕

元．７．１１～３１

行政事務Ｂ ・年齢２１歳以上２７歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

〔第１次〕

元．６．２３

〔第２次〕

元．７．２７～８．１

愛媛県職員採用候補者（民間企

業等経験者）試験

行政事務 年齢２１歳以上３９歳未満の者で、民間企業等での職務経験が５

年以上ある者

〔第１次〕

エントリーシート

による書類選考

〔第２次〕

元．８．２３～２５

〔第３次〕

元．９．２３

技術職 年齢２１歳以上３９歳未満の者で、愛媛県外に本社を置く民間企

業等での職務経験が５年以上ある者

〔第１次〕

エントリーシート

による書類選考

〔第２次〕

元．７．２７～９．１
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愛媛県職員採用候補者（初級）試験 年齢１７歳以上２１歳未満の者

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

元．８．１６

～９．２

〔第１次〕

元．９．２９

〔第２次〕

元．１０．２５～１１．１

愛媛県職員採用候補者（資格免

許職）試験

大学卒程度 ・年齢２１歳以上３４歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

上記の者で、当該資格・免許を有する者又は取得する見込み

の者

短大卒程度 年齢２０（１９）歳以上３４歳未満の者で、当該資格・免許を有す

る者又は取得する見込みの者

※保育士等は１９歳以上３４歳未満の者

障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者

（初級）試験

年齢１７歳以上３４歳未満の者で、以下の項目のいずれかに該当

する者

・身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から

６級までの者

・療育手帳の交付を受けている者

・児童相談所等により知的障がいがあると判定された者

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

元．８．２２

～９．９

〔第１次〕

元．１０．２７

〔第２次〕

元．１１．２６～１２．８

愛媛県少年補導職員採用候補者試験 ・年齢２１歳以上３５歳未満の者

・年齢２１歳未満の者で、大学卒業者又は大学卒業見込者

元．５．１３～３１ 〔第１次〕

元．６．２３

〔第２次〕

元．７．１１～３１

愛媛県警察官（大学卒）採用候

補者試験

男性 年齢１７歳以上３２歳未満の男子で、大学卒業者又は令和２年３

月末日までに大学卒業見込みの者

元．４．２～１９ 〔第１次〕

元．５．１１・１２

〔第２次〕

元．６．１０～１９

女性 年齢１７歳以上３２歳未満の女子で、大学卒業者又は令和２年３

月末日までに大学卒業見込みの者

愛媛県警察官（高校卒程度）採

用候補者試験

男性 年齢１７歳以上３２歳未満の男子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

元．８．２９

～９．１７

〔第１次〕

元．１０．１９・２０

〔第２次〕

元．１１．１３～２０

女性 年齢１７歳以上３２歳未満の女子

（大学卒業者又は大学卒業見込者を除く。）

� 採用候補者試験受験状況

ａ 愛媛県職員採用候補者（上級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 Ａ ７１ ５２１ ３９１ １７９ １５５ ７６ ５．１倍

行 政 事 務 Ｂ ５ １９１ １４２ １６ １２ １０ １４．２倍

行 政 事 務 （ 情 報 ） ２ １５ １１ ６ ４ ２ ５．５倍

学 校 事 務 １８ ７９ ６２ ４５ ４４ ２１ ３．０倍

警 察 事 務 ９ ８９ ６６ ２７ ２２ １４ ４．７倍

総 合 土 木 ２６ ４７ ３９ ３４ ３０ ２６ １．５倍

建 築 ２ ８ ７ ６ ４ ２ ３．５倍

農 業 １２ ４２ ３６ ３１ ２５ １３ ２．８倍

畜 産 ３ ４ ４ ４ ３ ３ １．３倍

林 業 ６ １５ １３ １１ １０ ７ １．９倍

水 産 ３ １７ １３ ９ ８ ４ ３．３倍

電 気 ・ 電 子 ３ １５ ７ ６ ５ ３ ２．３倍

化 学 ５ ２５ ２１ １０ １０ ６ ３．５倍

職業訓練指導員（メカトロニクス） １ １ ０ － － － ― 倍

職業訓 練 指 導 員 （ 染 色 ） １ ０ － － － － ― 倍

薬 剤 師 １３ ２５ ２５ ２５ ２０ １８ １．４倍
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福 祉 ７ ３０ ２８ １９ １６ ９ ３．１倍

心 理 ３ １３ １３ １１ １０ ４ ３．３倍

保 健 師 ６ ３５ ３４ １５ １５ ９ ３．８倍

保 健 師 （ 警 察 ） １ ４ ４ ４ ４ ２ ２．０倍

合 計 １９７ １，１７６ ９１６ ４５８ ３９７ ２２９ ４．０倍

ｂ 愛媛県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込（受験）者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 ３次受験者数 ３次合格者数 競争倍率

行 政 事 務 ９ ９２ ３０ ２５ １５ １５ ９ １０．２倍

総 合 土 木 ８ ６ ４ ４ ２ ３．０倍

林 業 ２ ３ ３ ３ ２ １．５倍

合 計 １９ １０１ ３７ ３２ １９ １５ ９ ７．８倍

ｃ 愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

一 般 事 務 １３ ６４ ５８ ３６ ３３ １８ ３．２倍

警 察 事 務 ４ ４３ ３９ １４ １４ ６ ６．５倍

合 計 １７ １０７ ９７ ５０ ４７ ２４ ４．０倍

ｄ 愛媛県職員採用候補者（資格免許職）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

司 書 １ ３６ ３２ ４ ４ １ ３２．０倍

短大卒程度 保 育 士 １ １０ ９ ４ ４ １ ９．０倍

臨床検査技師 １１ ２５ ２２ ２０ １７ １１ ２．０倍

合 計 １３ ７１ ６３ ２８ ２５ １３ ４．８倍

ｅ 障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者（初級）試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

一 般 事 務 １２ ４６ ３２ ２９ ２６ １２ ２．７倍

警 察 事 務 １ ２ ２ １ １ １ ２．０倍

合 計 １３ ４８ ３４ ３０ ２７ １３ ２．６倍

ｆ 愛媛県少年補導職員採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

少 年 補 導 職 員 ３ ７ ７ ６ ３ ３ ２．３倍

ｇ 愛媛県警察官（大学卒）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警 察 官 （ 男 性 ） ５１ ２４２ ２０１ １５６ １３４ ８７ ２．３倍

警 察 官 （ 女 性 ） １２ ６８ ５７ ４８ ３９ ２４ ２．４倍

ｈ 愛媛県警察官（高校卒程度）採用候補者試験 （単位：人）

試 験 区 分 採用予定 申込者数 受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数 競争倍率

警 察 官 （ 男 性 ） ３７ ２３４ １７２ ８２ ７３ ５６ ３．１倍

警 察 官 （ 女 性 ） ６ ８５ ５７ １９ １５ ９ ６．３倍
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イ 選考の実施状況

職員の採用・昇任については、特殊な職その他について、人事委員会の行う選考によることが認められています。

令和元年度の採用・昇任に係る選考の実施状況は、次のとおりです。

� 採用選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 教 育 委 員 会 警 察 本 部 長 合 計

１ 主 事 ・ 技 師 ９ ３ ２ １４

２ 主 事 ・ 技 師 １ ３ １ ５

３ 係 長 ３ １ ４

４ 専 門 員 ４ １ ２３ ２８

行 政 職 ５ 課 長 補 佐 ・ 主 幹 １ １

６ 本 庁 課 長 １ １４ １５

７ 参 事 ２ ２ ４

８ 本 庁 局 長 １ １

９ 本 庁 部 長 ２ ２

１ 巡 査 ５ ５

２ 主 任 ６ ６

３ 係 長 ３ ３

４ 係 長 ８ ８

公 安 職 ５ 課 長 補 佐 ４ ４

６ 本 部 課 次 長 ４ ４

７ 本 部 課 長 ５ ５

８ 参 事 官 ２ ２

９ 部 長

１ 研 究 員 １ １

２ 主 任 研 究 員

研 究 職 ３ 主 任 研 究 員

４ 主 席 研 究 員

５ 機 関 の 長

１ 技 師 ５ １９ ２４

２ 係 長 ・ 医 長 １ １２ １３

医 療 職 � ３ 保 健 所 課 長 ・ 病 院 部 長 ２ ２

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長 ８ ８

５ 医 監

１ 技 師 ２ ２

２ 技 師 ３ ９ １２

３ 主 任

医 療 職 � ４ 係 長

５ 専 門 員

６ 地 方 機 関 の 課 長

７ 地 方 機 関 の 長

１ 技 師

２ 技 師 ３ ６３ ６６

３ 主 任
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医 療 職 � ４ 係 長

５ 専 門 員

６ 副 看 護 部 長

７ 看護部長・地方機関の長

技 能 労 務 職

合 計 ３６ １１４ ４８ ４１ ２３９

� 昇任選考 （単位：人）

職群 級 代表的な職 知 事 公営企業管理者 人事委員会 議 会 議 長 代表監査委員 教育委員会 警察本部長 合 計

３ 係 長

４ 専 門 員

５ 課 長 補 佐 ・ 主 幹

行 政 職 ６ 本 庁 課 長 ６３ ３ １ ９ ５ ８１

７ 参 事 ３２ ２ ４ ３８

８ 本 庁 局 長 １８ ２ １ １ ２２

９ 本 庁 部 長 ４ １ １ ６

２ 主 任

３ 係 長

４ 係 長

公 安 職
５ 課 長 補 佐

６ 本 部 課 次 長

７ 本 部 課 長 １７ １７

８ 参 事 官 ４ ４

９ 部 長 ８ ８

２ 主 任 研 究 員

研 究 職
３ 主 任 研 究 員

４ 主 席 研 究 員

５ 機 関 の 長

２ 係 長 ・ 医 長

医 療 職 �
３ 保健所課長・病院部長

４ 本 庁 課 長 ・ 副 院 長

５ 医 監 ６ ６

４ 係 長

医 療 職 �
５ 専 門 員

６ 地 方 機 関 の 課 長

７ 地 方 機 関 の 長 ５ ５

４ 主 任

医 療 職 �
５ 専 門 員

６ 副 看 護 部 長

７ 看護部長・地方機関の長 １ ２ ３

合 計 １２３ １６ ３ １４ ３４ １９０
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� 警察官階級昇任選考

（単位：人）

階 級 昇任者数

警 視 １５

警 部

警 部 補 ７

巡 査 部 長 ５

合 計 ２７

� 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告の状況

ア 報告の日及びその相手方

報 告 の 日 令 和 元 年１０月 ８ 日

報 告 の 相 手 方 議 会 議 長 及 び 知 事

イ 報告の概要

� 県職員の給与と民間給与との比較

ａ 月例給

平成３１年４月分の県職員給与と県内の民間給与とを比較したところ、県職員給与が民間給与を１人当たり平均４０７円（０．１１％）下回っ

ています。

民間給与 （Ａ） ３６３，８３３円 較 差 （Ａ－Ｂ）

４０７円（０．１１％）県職員給与 （Ｂ） ３６３，４２６円

ｂ 特別給（期末・勤勉手当）

民間における年間支給割合は４．４８月分であり、県職員の期末・勤勉手当の年間支給割合４．４５月分が、民間における年間支給割合を０．０３

月分下回っています。

� 県職員の給与

ａ 給与の改定

� 月例給

① 給料表については、人事院勧告の内容（初任給１，５００円～２，０００円、若年層の引上げを基本に改定）を基礎として、公民較差の是正

に必要な率を乗じて得た額に改定すべきです（行政職の平均改定率０．１２％）。

② �の実施時期は、平成３１年４月１日とすべきです。
� 特別給

令和元年１２月期の勤勉手当の支給割合を０．０５月分（令和２年度以降は年間で０．０５月分）引き上げるべきです。

ｂ その他

・住居手当について、本県における公務員宿舎使用料、民間における住宅手当支給状況及び職員の住居手当支給状況を総合的に勘案し

改定しないこととするべきです。

� 公務運営に関する課題

ａ 人材の確保・育成

人材獲得競争がさらに厳しさを増す中、時代に即した試験制度の在り方や県民の負託に応えることができる多様な有為の人材の確保策

について幅広く検討し、受験者確保により積極的に取り組むとともに、職員の意識改革の徹底や人材育成にも引き続き注力する必要があ

ります。

加えて、女性職員が能力や個性に応じて幅広い業務経験を積み活躍できる職場環境づくりに取り組むことも重要です。

ｂ 障がい者雇用に関する取組

障がい特性に応じた合理的配慮に関する取組の周知・徹底や、障がいのある職員が障がいの内容・程度に応じて能力を発揮できる職場

環境づくりに注力する必要があります。

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号
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公安委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第３号
警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第

２０号）第２条の表の６の項の上欄の規定により、愛媛県公安委員会

が認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、

同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、令和３年４月１日

から施行する。

令和２年９月２９日

愛媛県公安委員会委員長 曽我部 謙 一

ｃ 仕事と家庭生活の両立支援の推進

仕事と家庭生活の両立を支援し、バランスの取れた働き方ができる職場環境の整備は、有為な人材の確保の観点からも重要であり、性

別にかかわりなく育児や家族の介護と仕事の両立がしやすい職場環境づくりに一層取り組む必要があります。

ｄ 超過勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進等

超過勤務の縮減は、公務能率の向上、職員の健康保持や仕事と家庭生活の両立に加え、人材確保にも資する重要な課題であります。

人事委員会規則の改正による超過勤務上限等を踏まえ、引き続き超過勤務縮減のための実効ある取組をより一層進める必要があります。

また、年次有給休暇については、民間労働法制の改正を踏まえた取得促進の取組が行われているところであり、引き続き休暇を取得し

やすい職場環境づくりに努める必要があります。

ｅ 職員の健康管理

精神疾患による長期の病気休暇取得者等が依然として多いことから、今後、更にメンタルヘルス対策に積極的に取り組む必要がありま

す。

労働安全衛生法等の改正を受け、過重労働等による健康障害の発生の未然防止により一層努める必要があります。

また、職場におけるハラスメントの未然防止に努め、快適な職場環境を維持する必要があります。

特に、パワーハラスメント対策は、今後、国において示される指針に沿って適切に対応する必要があります。

ｆ 高齢層職員の能力・経験の活用（雇用と年金の接続の在り方）

国の動向も踏まえ、定年の引上げに係る諸課題について、本県の状況も踏まえて具体的な検討を進める必要があります。

併せて、現在運用されている再任用制度についても、引き続き、能力及び経験が活かせる環境整備に努めていく必要があります。

ｇ 臨時・非常勤職員制度に係る法改正への対応

令和２年４月から施行される一般職の会計年度任用職員制度が、法の趣旨に沿って円滑に導入されるよう、引き続き、所要の準備を着

実に進める必要があります。

� 勤務条件に関する措置の要求の状況

職員は、地方公務員法第４６条の規定により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団

体の当局により適当な措置が執られることを要求できるとされています。

令和元年度中の要求件数、終結件数及び令和２年度への繰越件数はいずれもありません。

� 不利益処分に関する審査請求の状況

職員は、地方公務員法第４９条の２の規定により、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、人事委員会又は

公平委員会に対して、審査請求をすることができるとされています。

人事委員会に対する審査請求の状況（県分）は次のとおりです。

主な内容 平成３０年度末の係属件数 令和元年度中の請求件数 令和元年度中の終結件数 令和２年度への繰越件数

分 限 処 分 ０ ０ ０ ０

懲 戒 処 分 １ ０ １ ０

転 任 処 分 ・ そ の 他 ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０

� 苦情の処理の状況

人事委員会は、地方公務員法第８条第１項第１１号の規定により、勤務条件に関する措置の要求及び審査請求に関する不服申立てのほか、

職員の苦情を処理することとなっています。

令和元年度中の処理件数は２件で、令和２年度への繰越件数はありません。

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号
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公営企業告示

雑 報

�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

令和２年９月２９日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

�公 告

地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第３４条第３項の規定に基づき、公立大学法人愛媛県立医療技術大学の令和元年度に係る財

務諸表について、次のとおり公告する。

令和２年９月２９日

公立大学法人愛媛県立医療技術大学

理事長 安 川 正 貴

路 線 名 区 間

１ 一般国道１１号 愛媛県の全域

２ 一般国道３３号 愛媛県の全域

３ 一般国道５６号 愛媛県の全域

４ 一般国道１９２号 愛媛県の全域

５ 一般国道１９６号 愛媛県の全域

６ 一般国道３１７号 松山市勝山町一丁目１９番地４先から今
治市波止浜三丁目先まで

７ 一般国道４３７号 愛媛県の全域

８ 県道新居浜角野線 愛媛県の全域

９ 県道壬生川新居浜野田線 愛媛県の全域

１０ 県道松山伊予線 愛媛県の全域

１１ 県道松山空港線 愛媛県の全域

１２ 県道松山港線 愛媛県の全域

１３ 県道松山北条線 愛媛県の全域

１４ 県道伊予松山港線 愛媛県の全域

１５ 県道伊予川内線 愛媛県の全域

１６ 県道今治波方港線 愛媛県の全域

１７ 県道松山東部環状線 愛媛県の全域

１８ 県道壬生川丹原線 愛媛県の全域

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ＨｙｂｒｉｄＥＲシステム（２Ｒｏ
ｏｍ仕様）１式
（県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和２年９月９日
株式会社シーメック松
山営業所
愛媛県松山市越智３丁
目４番２２号

２７５，０００，０００円 一般競争入札 令和２年７月２８日

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号

７８２



勘 定 科 目 金 額

資産の部
� 固定資産
１ 有形固定資産

土地 ６４３，９８９，０００
建物 １，７０１，３７１，６１０
建物減価償却累計額 △５６６，１０１，２９０ １，１３５，２７０，３２０

構築物 １３，１８９，５００
構築物減価償却累計額 △７，０９９，５８２ ６，０８９，９１８

工具器具備品 ２１８，７２５，５１３
工具器具備品減価償却累計額 △１８１，５６９，６６１ ３７，１５５，８５２

図書 ２８２，２０２，７５６
有形固定資産合計 ２，１０４，７０７，８４６

２ 無形固定資産
ソフトウェア １
電話加入権 １８，０００
無形固定資産合計 １８，００１
固定資産合計 ２，１０４，７２５，８４７

� 流動資産
現金及び預金 ２２２，１６１，３７０
未収入金 ６，３９１，４１９
たな卸資産 ７６９，９８４
前払費用 ５２４，６９０
流動資産合計 ２２９，８４７，４６３
資産合計 ２，３３４，５７３，３１０

負債の部
� 固定負債
１ 資産見返負債

資産見返運営費交付金等 １０９，０４５，４０８
資産見返補助金等 ２８４，８３７
資産見返寄附金 １０，４０９，２９８
資産見返物品受贈額 ２２５，８９１，０５２ ３４５，６３０，５９５

２ 長期リース債務 ８，３３５，３９２
固定負債合計 ３５３，９６５，９８７

� 流動負債
運営費交付金債務 １９，３５８，０９２
寄附金債務 ５，６０３，５６１
前受共同研究費 １，３４１，９０８
未払金 ３２，０６７，８２０
リース債務 ９，３３７，６４５
未払費用 １２，５０９，６０８
預り科学研究費補助金 ２，３８０，３３８
預り金 ２，７７９，０４２

流動負債合計 ８５，３７８，０１４
負債合計 ４３９，３４４，００１

純資産の部
� 資本金

地方公共団体出資金 ２，２０６，１７９，０００
資本金合計 ２，２０６，１７９，０００

� 資本剰余金
資本剰余金 １２７，５４５，２０６
損益外減価償却累計額（△） △５９２，６８９，０３４

資本剰余金合計 △４６５，１４３，８２８
� 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金 ２１，４９７，４７０
教育研究の質の向上並びに組織運
営及び施設整備の改善積立金 ２５，２１４，７６９
積立金 ５８，８５９，６６９
当期未処分利益 ４８，６２２，２２９
（うち当期総利益） （４８，６２２，２２９）

利益剰余金合計 １５４，１９４，１３７
純資産合計 １，８９５，２２９，３０９

負債純資産合計 ２，３３４，５７３，３１０

貸 借 対 照 表
（令和２年３月３１日）

【単位：円】

愛 媛 県 報令和２年９月２９日 第１４４号
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勘 定 科 目 金 額

経常費用
業務費
教育経費 ７０，００５，３０１
研究経費 ４０，９７５，０６８
教育研究支援経費 １９，５４４，１３２
共同研究費 ３３０，４４５
役員人件費 ４５，９７２，１４４
教員人件費 ４９７，４１５，９１１
職員人件費 １１８，６５０，０００ ７９２，８９３，００１

一般管理費 ８０，７７６，０４３
財務費用
支払利息 ２７８，９４９ ２７８，９４９

経常費用合計 ８７３，９４７，９９３

経常収益
運営費交付金収益 ６１１，５６０，８７２
授業料収益 ２２６，２４１，５５０
入学金収益 ３７，９８５，４００
検定料収益 ７，１６３，０００
共同研究収益 ３３０，４４５
寄附金収益 ５，３２４，５６３
補助金等収益 ６，２５４，０００
資産見返負債戻入
資産見返運営費交付金等戻入 １０，１３７，４１９
資産見返寄附金戻入 ８１３，２２６
資産見返物品受贈額戻入 ９７２，４６５ １１，９２３，１１０

財務収益
受取利息 ３，２７１ ３，２７１

雑益
財産貸付料収益 １５０，２２８
手数料収入 ８８，９００
物品等売払収入 ３３９，６２６
雑益 ４，６２９，３０７ ５，２０８，０６１

経常収益合計 ９１１，９９４，２７２

経常利益 ３８，０４６，２７９

当期純利益 ３８，０４６，２７９

目的積立金取崩額 １０，５７５，９５０

当期総利益 ４８，６２２，２２９

損 益 計 算 書
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【単位：円】
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区 分 金 額

� 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出 △１２４，２０５，３２９
人件費支出 △７１９，２８６，０７４
その他の業務支出 △８４，１１６，９４０
運営費交付金収入 ６１９，７３５，０００
授業料収入 ２１９，８５６，６００
入学金収入 ３７，９８５，４００
検定料収入 ７，１６３，０００
共同研究収入 ５５０，０００
寄附金収入 ２，２０５，０００
補助金収入 ５，８３４，０００
その他の収入 ５，１８６，０２１
小計 △２９，０９３，３２２

業務活動によるキャッシュ・フロー △２９，０９３，３２２

� 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △２１，８９６，７１９
小計 △２１，８９６，７１９

利息の受取額 ３，２７１
投資活動によるキャッシュ・フロー △２１，８９３，４４８

� 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出 △１４，７７８，３４５
小計 △１４，７７８，３４５

利息の支払額 △２９２，８３９
財務活動によるキャッシュ・フロー △１５，０７１，１８４

� 資金増加額 △６６，０５７，９５４

� 資金期首残高 ２８８，２１９，３２４

� 資金期末残高 ２２２，１６１，３７０

キャッシュ・フロー計算書
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【単位：円】
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勘 定 科 目 金 額

� 当期未処分利益 ４８，６２２，２２９
当期総利益 ４８，６２２，２２９

� 利益処分額
積立金 １６，５６３，０２６
地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の承
認を受けた額
（教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善 ３２，０５９，２０３ ４８，６２２，２２９
積立金）

利益の処分に関する書類
【単位：円】
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勘 定 科 目 金 額

� 業務費用
� 損益計算書上の費用

業務費 ７９２，８９３，００１
一般管理費 ８０，７７６，０４３
財務費用 ２７８，９４９ ８７３，９４７，９９３

� （控除）自己収入等
授業料収益 △２２６，２４１，５５０
入学金収益 △３７，９８５，４００
検定料収益 △７，１６３，０００
共同研究収益 △３３０，４４５
寄附金収益 △５，３２４，５６３
資産見返寄附金戻入 △８１３，２２６
財務収益 △３，２７１
雑益 △１，２９０，０６１ △２７９，１５１，５１６

業務費用合計 ５９４，７９６，４７７

� 損益外減価償却相当額 ６８，０３３，０３７

� 引当外賞与増加見積額 ３，５９８，３０８

� 引当外退職給付増加見積額 △５１，９２９，４７０

� 機会費用
地方公共団体出資の機会費用 ８，８６８，７８９

� 行政サービス実施コスト ６２３，３６７，１４１

行政サービス実施コスト計算書
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

【単位：円】
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注 記
� 重要な会計方針

「『地方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』（平成３０年３月３０日総務省告示第１２５号改訂）」及び「『地

方独立行政法人会計基準』及び『地方独立行政法人会計基準注解』に関するＱ＆Ａ（総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会

計士協会 平成３０年５月改訂）」を適用しております。

地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、貸借対照表の「前受受託研究費等」を「前受共同研究費」に、損益計算書

の「受託研究費」を「共同研究費」に、「受託研究等収益」を「共同研究収益」にキャッシュ・フロー計算書の「受託研究等収入」を

「共同研究収入」に、行政サービス実施コスト計算書の「受託研究等収益」を「共同研究収益」にそれぞれ表示を変更しております。

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、運営費交付金特別分（退職一時金及び派遣職員人件費等）については、愛媛県の指定に従い費用進行基準を採用しています。

２．減価償却の会計処理方法

� 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、県から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却し

ています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 １１年～２７年

構築物 １０年

工具器具備品 ３年～５年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金

から控除して表示しています。

� 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいています。

３．引当金の計上基準

� 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、職員に支給する賞与のうち、翌事業年度の運営費交付金により財源措置されるものについては、行政サービス実施コスト計

算書における引当外賞与増加見積額として、当事業年度末の支給対象期間に応じた支給見込額から前事業年度末の同見込額を控除し

た額を計上しています。

� 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置されているため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第８９に基づき計算された

退職一時金に係る当事業年度末の引当外退職給付見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しています。

４．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品について、最終仕入原価法を採用しています。

５．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

１０年利付国債の令和２年３月３１日利回りを参考に０．００５％で計算しています。

６．リース取引の会計処理

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

７．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

� 貸借対照表注記

１．翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 ４５，９９２，７３９円

２．翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 ４０５，０２６，０１１円

（愛媛県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いております。）

� キャッシュ・フロー計算書注記

１．資金の期末残高の貸借対照表表示科目の内訳
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現金及び預金 ２２２，１６１，３７０円

うち定期預金（控除） ０円

資金期末残高 ２２２，１６１，３７０円

２．重要な非資金取引

該当事項はありません。

� 行政サービス実施コスト計算書注記

１．引当外賞与増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る３５０，４６２円が含まれています。

２．引当外退職給付増加見積額の中には、愛媛県からの派遣職員に係る△１５，６０２，４２５円が含まれています。

３．機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体（愛媛県）に係るものです。

� 金融商品に関する事項

� 金融商品の状況に関する事項

当法人の資金運用は、預金、国債、地方債、政府保証債等に限定しております。なお、現在は預金のみの運用となっており、運用先

の経営状況等の監視等を行っています。

� 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しています。

【単位：円】

貸借対照表計上額（※） 時 価（※） 差 額

現金及び預金 ２２２，１６１，３７０ ２２２，１６１，３７０ ０

未払金 （３２，０６７，８２０） （３２，０６７，８２０） ０

リース債務 （１７，６７３，０３７） （１７，６８４，５１２） １１，４７５

※負債に計上されているものは、（ ）で示しています。

（注）金融商品の時価の算定方法

現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法により算定しています。

� 賃貸等不動産の時価等の開示に関する事項

該当事項はありません。

� 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

� 重要な後発事項

該当事項はありません。
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附 属 明 細 書
� 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８７特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１資産除去債務に係る特定の除去

費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

【単位：円】

資産の種類 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
減価償却累計額 差 引

当期末残高
摘要

当期償却額

建物 １，６３１，７９３，６００ ０ ０ １，６３１，７９３，６００ ５５０，４４３，５７５ ６２，２０７，５６９ １，０８１，３５０，０２５

有形固定資産
（特定償却資
産）

構築物 ２，４３０，０００ ０ ０ ２，４３０，０００ １７６，３７７ １６２，８１０ ２，２５３，６２３

工具器具備品 ５３，５６９，７０６ １，９２３，９００ ０ ５５，４９３，６０６ ４２，０６９，０８２ ５，６６２，６５８ １３，４２４，５２４

計 １，６８７，７９３，３０６ １，９２３，９００ ０ １，６８９，７１７，２０６ ５９２，６８９，０３４ ６８，０３３，０３７ １，０９７，０２８，１７２

建物 ６９，５７８，０１０ ０ ０ ６９，５７８，０１０ １５，６５７，７１５ ４，５２５，７９９ ５３，９２０，２９５

構築物 １０，７５９，５００ ０ ０ １０，７５９，５００ ６，９２３，２０５ ９５４，７７４ ３，８３６，２９５
有形固定資産
（特定償却資
産を除く）

工具器具備品 １６３，２３１，９０７ ０ ０ １６３，２３１，９０７ １３９，５００，５７９ １９，８３０，９２７ ２３，７３１，３２８

図書 ２７９，０４４，１７０ ４，４１７，９６３ １，２５９，３７７ ２８２，２０２，７５６ ２８２，２０２，７５６

計 ５２２，６１３，５８７ ４，４１７，９６３ １，２５９，３７７ ５２５，７７２，１７３ １６２，０８１，４９９ ２５，３１１，５００ ３６３，６９０，６７４

非償却資産 土地 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

土地 ６４３，９８９，０００ ０ ０ ６４３，９８９，０００ ６４３，９８９，０００

建物 １，７０１，３７１，６１０ ０ ０ １，７０１，３７１，６１０ ５６６，１０１，２９０ ６６，７３３，３６８ １，１３５，２７０，３２０

有形固定資産
の合計

構築物 １３，１８９，５００ ０ ０ １３，１８９，５００ ７，０９９，５８２ １，１１７，５８４ ６，０８９，９１８

工具器具備品 ２１６，８０１，６１３ １，９２３，９００ ０ ２１８，７２５，５１３ １８１，５６９，６６１ ２５，４９３，５８５ ３７，１５５，８５２

図書 ２７９，０４４，１７０ ４，４１７，９６３ １，２５９，３７７ ２８２，２０２，７５６ ２８２，２０２，７５６

計 ２，８５４，３９５，８９３ ６，３４１，８６３ １，２５９，３７７ ２，８５９，４７８，３７９ ７５４，７７０，５３３ ９３，３４４，５３７ ２，１０４，７０７，８４６

ソフトウェア ３，９１１，９５１ ０ ０ ３，９１１，９５１ ３，９１１，９５０ ０ １

無形固定資産 電話加入権 １８，０００ ０ ０ １８，０００ １８，０００

計 ３，９２９，９５１ ０ ０ ３，９２９，９５１ ３，９１１，９５０ ０ １８，００１

� たな卸資産の明細

【単位：円】

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要
当期購入 その他 払出 その他

貯蔵品（灯油等） ３６６，１２０ ８，１７７，２３５ ０ ８，０８１，３５５ ０ ４６２，０００

貯蔵品（郵券類等） ３２７，４３１ １，３９５，４０２ ０ １，４１４，８４９ ０ ３０７，９８４

計 ６９３，５５１ ９，５７２，６３７ ０ ９，４９６，２０４ ０ ７６９，９８４

注）たな卸資産は費用計上方式により会計処理しております。

� 有価証券の明細

該当事項はありません。

� 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

� 長期借入金の明細

該当事項はありません。
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� 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

� 引当金の明細

該当事項はありません。

� 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

� 保証債務の明細

該当事項はありません。

� 資本金および資本剰余金の明細 【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

資 本 金
地方公共団体出資金 ２，２０６，１７９，０００ ０ ０ ２，２０６，１７９，０００

計 ２，２０６，１７９，０００ ０ ０ ２，２０６，１７９，０００

資本剰余金

目的積立金 １２５，６０３，３０６ １，９２３，９００ ０ １２７，５２７，２０６ 注１

その他 １８，０００ ０ ０ １８，０００

計 １２５，６２１，３０６ １，９２３，９００ ０ １２７，５４５，２０６

損益外減価償却累計額 △５２４，６５５，９９７ △６８，０３３，０３７ ０ △５９２，６８９，０３４ 注２

差引計 △３９９，０３４，６９１ △６６，１０９，１３７ ０ △４６５，１４３，８２８

注１）当期増加額は固定資産取得による増加です。

注２）当期増加額は現物出資および目的積立金を財源とする特定償却資産の減価償却によるものです。

� 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

�－１ 積立金等の明細

【単位：円】

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

教育研究の質の向上並びに組織運営
及び施設整備の改善積立金 ２０，８７６，９８２ １６，８３７，６３７ １２，４９９，８５０ ２５，２１４，７６９ 注１、注２

法第４０条第１項に基づく積立金 ５３，６８４，９０９ ５，１７４，７６０ ０ ５８，８５９，６６９ 注１

前中期目標期間繰越積立金 ２１，４９７，４７０ ０ ０ ２１，４９７，４７０

合計 ９６，０５９，３６１ ２２，０１２，３９７ １２，４９９，８５０ １０５，５７１，９０８

注１）当期増加額は、平成３０年度の利益処分によるものです。

注２）当期減少額は、当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

�－２ 目的積立金取崩しの明細

【単位：円】

積立金の名称及び事業名

教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善積立金

教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整
備事業 計

工具器具備品 １，９２３，９００ １，９２３，９００

小計 １，９２３，９００ １，９２３，９００

一般管理費

消耗品費 ５，５２８，１６０ ５，５２８，１６０

備品費 ２，５９１，６００ ２，５９１，６００

報酬・委託・手数料 ２，４５６，１９０ ２，４５６，１９０
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小計 １０，５７５，９５０ １０，５７５，９５０

合計 １２，４９９，８５０ １２，４９９，８５０

� 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

�－１ 運営費交付金債務

【単位：円】

交付年度 期首残高 交 付 金
当期交付額

当期振替額

期末残高運営費交付金
収 益

資 産 見 返
運営費交付金

建設仮勘定
見返運営費
交 付 金

資本剰余金 小 計

平成３０年度 １５，１１０，６３４ － １５，１１０，６３４ ０ ０ ０ １５，１１０，６３４ ０

令和元年度 － ６１９，７３５，０００ ５９６，４５０，２３８ ３，９２６，６７０ ０ ０ ６００，３７６，９０８ １９，３５８，０９２

計 １５，１１０，６３４ ６１９，７３５，０００ ６１１，５６０，８７２ ３，９２６，６７０ ０ ０ ６１５，４８７，５４２ １９，３５８，０９２

�－２ 運営費交付金収益

【単位：円】

業務区分 平成３０年度交付分 令和元年度交付分 合 計

期間進行基準 ０ ５３８，２２５，３３０ ５３８，２２５，３３０

費用進行基準 １５，１１０，６３４ ５８，２２４，９０８ ７３，３３５，５４２

合 計 １５，１１０，６３４ ５９６，４５０，２３８ ６１１，５６０，８７２

� 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

�－１ 施設費の明細

該当事項はありません。

�－２ 補助金等の明細

【単位：円】

名称 交付元 経費の別 期首残高 当期交付額

当期振替額

期末残高 摘要建設仮勘定
見 返 り
補 助 金 等

資 産 見 返
補 助 金 等 資本剰余金

長 期 預 り
補 助 金 等 収 益

令和元年度
愛媛県介護
人材研修等
支援事業費
補助金

愛媛県
直接経費 － ６，２５４，０００ － － － － ６，２５４，０００ ０

当期交付決
定額
６，２５４，０００

間接経費 － － － － － － － －

計 ０ ６，２５４，０００ － － － － ６，２５４，０００ ０

� 役員及び教職員の給与の明細

【単位：円、人】

区 分
報酬又は給与 退職給付

支給額 支給人数 支給額 支給人数

常勤 （３３，９３４，９２１）
３３，９３４，９２１

（３）
３

（６，６１８，８８１）
６，６１８，８８１

（１）
１

役 員 非常勤 （０）
３９０，０００

（０）
４

（０）
０

（０）
０

計 （３３，９３４，９２１）
３４，３２４，９２１

（３）
７

（６，６１８，８８１）
６，６１８，８８１

（１）
１

常勤 （４６９，８３１，５４１）
４９３，１３５，２８１

（６３）
７２

（０）
０

（０）
０

教職員 非常勤 （０）
２１，２８７，９１５

（０）
３４

（０）
０

（０）
０

計 （４６９，８３１，５４１）
５１４，４２３，１９６

（６３）
１０６

（０）
０

（０）
０

常勤 （５０３，７６６，４６２）
５２７，０７０，２０２

（６６）
１１３

（６，６１８，８８１）
６，６１８，８８１

（１）
１

合 計 非常勤 （０）
２１，６７７，９１５

（０）
３８

（０）
０

（０）
０

計 （５０３，７６６，４６２）
５４８，７４８，１１７

（６６）
１５１

（６，６１８，８８１）
６，６１８，８８１

（１）
１
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注１）役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員報酬規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

注２）教職員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員給与規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の給与の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の住居手当に関する

細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の通勤手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の単身赴

任手当に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の初任給調整手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療

技術大学職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の特殊勤務手当の支給等に関

する細則、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員退職手当規程、公立大学法人愛媛県立医療技術大学職員の退職手当に関する細則、

公立大学法人愛媛県立医療技術大学有期雇用職員給与規程、非常勤講師の報酬額について（理事長決定）、日々雇用職員の賃金日額

について（事務局長決定）に基づき支給しております。

注３）役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

注４）支給額には法定福利費は含んでいません。

注５）上記明細には、共同研究費による人件費は含めておりません。

� 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

� 業務費及び一般管理費の明細

【単位：円】

教育経費
消耗品費 ９，９００，８１２
備品費 １，０９１，４４５
印刷製本費 ４，３５０，０５０
水道光熱費 １４，７３３，７９５
旅費交通費 ４，２９０，８３０
通信運搬費 ２，２６０，３７２
賃借料 １，０８３，６５０
保守費 ６，５５２，６１１
修繕費 ６７２，５３８
損害保険料 ２１，０００
諸会費 ４５，０８０
報酬・委託・手数料 １２，４９４，６６０
奨学費 ６，５１８，９００
減価償却費 ５，５９８，９４４
雑費 ３９０，６１４ ７０，００５，３０１

研究経費
消耗品費 １２，６７２，９０２
備品費 ４，１８２，４２５
印刷製本費 ７３，７００
水道光熱費 ２，８７５，１６６
旅費交通費 １０，２８１，１１１
通信運搬費 ５４６，２４１
賃借料 ３０，２３４
保守費 １，２９１，８０２
修繕費 ７６，７２５
損害保険料 ２０３，０００
諸会費 ２，１０７，０７６
報酬・委託・手数料 ３，８３８，８６１
減価償却費 ２，５５３，３８２
雑費 ２４２，４４３ ４０，９７５，０６８

教育研究支援経費
消耗品費 ２，９８８，０７２
備品費 ５９８，４００
印刷製本費 ６４９，６６０
水道光熱費 １，６６３，８１６
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旅費交通費 ８８１，３５３
通信運搬費 ６，９９５，７８１
賃借料 ３１０，５１２
保守費 ７３９，９５５
損害保険料 ３，８８１
諸会費 １１６，４８０
報酬・委託・手数料 ３６９，７２４
教職員人件費 ６８，０１５
減価償却費 ２，８９９，１０６
図書費 １，２５９，３７７ １９，５４４，１３２

共同研究費
職員人件費
非常勤職員給与
給料 ６２，４３７

消耗品費 ５５，４４０
旅費交通費 １４７，９７４
通信運搬費 １，２３０
諸会費 １０，０００
報酬・委託・手数料 ５３，３６４ ３３０，４４５

役員人件費
報酬 ２４，０６８，４９６
賞与 ９，９０５，４２５
退職給付費用 ６，６１８，８８１
法定福利費 ５，３７９，３４２ ４５，９７２，１４４

教員人件費
常勤教員給与
給料 ２９２，４９０，９９３
賞与 １０６，８９８，０７７
法定福利費 ８６，５０６，８４１ ４８５，８９５，９１１

非常勤教員給与
給料 １１，５２０，０００ １１，５２０，０００ ４９７，４１５，９１１

職員人件費
常勤職員給与
給料 ７３，３９８，０４３
賞与 ２０，３４８，１６８
法定福利費 １５，０８０，３６９ １０８，８２６，５８０

非常勤職員給与
給料 ９，７６７，９１５
法定福利費 ５５，５０５ ９，８２３，４２０ １１８，６５０，０００

一般管理費
消耗品費 １４，１９５，１８２
備品費 ２，８４６，８００
印刷製本費 １，２６０，５２９
水道光熱費 １０，２９７，０４０
旅費交通費 ２，１４３，１６３
通信運搬費 １，１１４，２７０
賃借料 ６７８，２１６
福利厚生費 ８４１，２６７
保守費 ７，１８３，８１３
修繕費 １，０２６，３２０
損害保険料 １，０５５，３８０
広告宣伝費 １７６，０００
諸会費 １，７７１，４００
会議費 ３００
報酬・委託・手数料 ２１，８７９，４６２
租税公課 １，２００
減価償却費 １４，２６０，０６８
雑費 ４５，６３３ ８０，７７６，０４３
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� 寄附金の明細

【単位：円、件】

区 分 当期受入額 件 数 摘 要

寄附金 ２，２０５，０００ ４

現物寄附（図書） ４９１，２９３ ６

合 計 ２，６９６，２９３ １０

� 受託研究の明細

該当事項はありません。

� 共同研究の明細

【単位：円】

共同研究契約の相手方 経費の別 期首残高 当期受入額 共同研究収益 期末残高

株式会社等 直接経費 ３８１，２４９ ５００，０００ ２６８，００８ ６１３，２４１

間接経費 ５０，０００ ５０，０００ ０ １００，０００

その他 直接経費 ６９１，１０４ ０ ６２，４３７ ６２８，６６７

間接経費 ０ ０ ０ ０

合 計
直接経費 １，０７２，３５３ ５００，０００ ３３０，４４５ １，２４１，９０８

間接経費 ５０，０００ ５０，０００ ０ １００，０００

� 受託事業等の明細

該当事項はありません。

� 科学研究費補助金等の明細

【単位：円、件】

種 目 当期受入額 件 数 摘 要

日本学術振興会
基盤研究（Ｂ）

（２６０，０００）
７８，０００ ２

日本学術振興会
基盤研究（Ｃ）

（１２，２５０，０００）
３，７２０，０００ １７

日本学術振興会
若手研究

（４００，０００）
１２０，０００ １

合 計 （１２，９１０，０００）
３，９１８，０００ ２０

（注）上段（ ）内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しています。

� 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

現金 ８，５８２

普通預金 ２２２，１５２，７８８

計 ２２２，１６１，３７０

資産見返物品受贈額の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

工具器具備品 ３

図書 ２２５，８９１，０４８

ソフトウエア １

計 ２２５，８９１，０５２
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未払金の明細

【単位：円】

区 分 期末残高 備 考

固定資産未払金 ２，４２４，６２５

その他未払金（人件費） １０，１３０，０１７

その他未払金（物件費） １９，５１３，１７８

計 ３２，０６７，８２０

令和２年９月２９日 発行
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